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はじめに

教員を目指す学生にとつて 「実践的指導力」の育成がますます重視 さ

れる中、彼 らの学びの場は大学にとどまらず、学校現場へ と足繁 く通つ

ていく。今や多くの大学で、教育実習以外の学校現場体験が正課・工課

外を問わず導入 されてお り、その方法も多様である。静岡大学教育学部

でも、年間のべ 170名 前後の学生が静岡市内の小中学校を中心に活動を

行つてお り、年 3回開催 している「振 り返 り会」では学校現場での学び

について学生同士が活発に議論 している。折 しも、2015年 12月 21日

の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担 う教員の資質能力の向

上について」では、「教育実習」の中に「学校インターンシップ」を一定

単位数まで含むことができるとい う案を提示 し、教育職員免許法の改正

を経て、近々制度化 されようとしている。

このような免許制度に基づく中央集権的な教員養成の「高度化」や「質

保証」が進む一方、学校を取 り巻く環境や抱える課題、教員の労働市場

の状況は地域によって異なることから、大学が立地する地域のニーズに

基づく改革も同時に求められる。つまり、「大学における教員養成」の責

任において地域を踏まえた学校現場体験をどのように導入 。実施するか

とい う点にこそ、多様な大学がそれぞれの自律性を発揮 した教員養成の

「高度化」や 「質保証Jの糸口が見出せるのである。

また、学校現場体験は、単に教員を目指す学生が実践的に学校現場と

関わ りながら、スムーズな移行を果たすためのノウハウを身につけると

い う、矮小化された意義にとどまるべきではない。既存の学校文化や教

員文化にただ順応することを求めるのではなく、彼 らが実践と省察を繰

り返すことで自律的に学び、専門職 としての資質能力を自ら高めていく

とい うプロセスを、いかに学校現場体験 とその後の振 り返 りに組み込む



かとい うことが問われるのである。

ただし、学校現場体験を扱つたこれまでの研究は、各大学の実践事例

を報告 したものが中心であり、全国的な動向調査や事例の量的・質的な

分析、理論的背景に関する考察はあま り行われてこなかった。 しかしな

がら、大学・学生の自律性を発揮 させた教員養成の「高度化」や 「質保

証」の一端が学校現場体験に期待 されるならば、全国的な活動の動向を

把握 し、現状の各活動に共通する成果や課題を整理 した上で、教員養成

の質の向上における学校現場体験の意義を再検討 し、よりよい活動を生

み出すための支援システムの構築が求められるだろう。

本書の構成

以上の関心から本研究グループは、教員養成系大学・学部で実施 され

ている学校現場体験である「学校支援ボランティア」に焦点を当て、各

種調査によつてその実態および意義を明らかにし、ボランティアの質を

保証するための支援システムを構築することを目指 して研究に着手した。

本書は、2012年度から2016年度の 5年間の研究成果をまとめたもので

ある。

本書は 3章構成 となっている。まず第 1章では、“教員養成における

「学校支援ボランティア」の意義の再検討"と 題 して、「学校支援ボラン

ティアJが求められる社会的・政策的背景、および先行研究を整理する

ことで、こうした活動が抱える原理的矛盾 と教員養成における可能性を

探つた。第 2章では、“教員養成系大学・学部調査からみる「学校支援

ボランティア」"と題 して、国立の教員養成系大学・学部を対象 とした質

問紙調査の結果を分析することで、「学校支援ボランティア」の運営・実

施状況および課題について、俯敵的 。実証的に考察 した。第 3章では、

“「学校支援ボランティア」の理論 と実践"と 題 して、体験的な学びを支
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える諸理論を概観 した上で、静岡大学教育学部における「学校支援ボラ

ンティア」の具体的な設計、および「評価シー ト」 と「振 り返 り会」の

実践を検討 した。その他、各章のおわりには、静岡大学教育学部教育実

践学専修が 16年間にわたって実施 してきた「訪問活動J(小学校訪問

活動)をテーマとした 「コラム」を掲載 し、規模は小さいながらも長期

間継続 されてきた学校現場体験の具体的事例を紹介 した。

今後、様々な形態で進むであろう学校現場体験の意義や課題について、

理論、実践、諸データをもとに多角的に捉えた本研究が、各大学の取 り

組みの一助 となれば幸いである。



第 1章 教員養成における「学校支援ボランティア」

の意義の再検討

1-1 「学校支援ボランティア」が求められ る背景

1-1-1 学生による学校現場でのポランティアの沿革

教員養成の「高度化」や 「質保証」を目指 した政策が、矢継ぎ早に打

ち出され、次の時代に向けての教員養成の方向性の軸が明らかになりつ

つある。教職大学院の創設や教職実践演習の実施など、国主導の教員養

成制度改革が進められると同時に、大学自身が地域のニーズ (例 えば、

地域の教育文化や教育委員会との連携など)に基づき、どのような教員

養成の「高度化」や 「質保証」が達成できるのか、言い換えれば大学の

自律性が問われている時代ともいえる。

大学 自身が「高度化」や 「質保証」を達成するための糸口を模索する

中で、各大学が独 自に企画を立ち上げたり、地域や教育委員会 との連携

が行われた りしているものとして、学生による「学校支援ボランティア」

がある。2012年 8月 中央教育審議会答申「教職生活の全体を通 じた教

員の資質能力の総合的な向上方策について」では、教員養成の高度化を

図るための教員養成カリキュラムの改善方策の一つ としで、学校支援ボ

ランティアといつた教育実習以外の活動による学校現場体験を充実させ

るよう提言 してお り、教員養成段階における学校現場体験をこれまで以

上に推進 している。もちろんこの答申を待たず して、1990年代以降、教

員養成系大学・学部学科を中心に全国で実施 されている「学校支援ボラ

ンティアJは、今や数多くの大学で展開されるとともに、活動の内容も

多種多様 となっている。また、活動の支援システムも各大学で構築され

つつあり、近年ではボランティアの効果的な運用を目指 した Web等の活



用も始まっている。

学生による学校現場でのボランティアの沿革を辿るとき、まず注目す

べきは、特別に支援を要する子どもとの関わりである。この領域で学生

をボランティアとして活用 した先駆的な事例 として、野村 (1988)に よ

る早期療育 (たんぽぽ教室)の実践があげられる。また、小林ほか (2005)

は、不登校児童のキャンプ活動に、学生をボランティアとして参加 させ

ている。特別に支援を要する必要とする子 どもに関連 したボランティア

は、学生がボランティアに参カロするさきがけ的な存在の一つであった。

さて、そもそも 「学校支援ボランティア」とい う言葉は「開かれた学

校」の文脈の中で登場 し、その中でこれ ら活動に参加する人たちの中心

は、地域の住民や保護者たちであつた。当時の学校支援ボランティアは、

地域の様々な教育力を学校現場にどう生かしていくかとい う着想で存在

していた (廣瀬 2003)。 一方で、「教員を目指す学生」が学校現場でボラ

ンティアを行 う場合、教員養成における教育活動の一環とい う側面も求

められる。このことを具体的に示 したのが 1997年の教育職員養成審議

会第 1次答申「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」であ

る。この答申では、「生きた幼児・児童・生徒観、教育観を身につけるた

めには、子 どもたちと実際にふれあった り子 どもたちの様子を観察する

機会が大切」とし、教育実習以外にも子どもとふれあう機会を設けるよ

う提言 している。この答申を踏まえ、1997年度に文部省が発表 した「我

が国の文教政策」では、特に国立教員養成系大学・学部に対 して 「学生

が子 どもたちとふれあい、子 どもの気持ちや行動を理解 し、実践的指導

力の基礎を身につけられる」ことを目的とした「フレン ドシップ事業」

を推進 している。同年にはじまったこの 「フレン ドシップ事業」は、教

員養成により実践的な体験を取 り入れる試みであり、学生を学校現場に

送 り出すその後の流れをつくった (原・芦原 2005b)。 ただし「フレン
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ドシップ事業」自体は、学生が現場での様々な体験的活動を通して子ど

もたちとふれあい、実践的指導力としての基礎を身につける場を設ける

(廣瀬 2003)と いうものであり、必ずしも学習支援等のボランティアに

特化されるものではなかった。また、大学側が場を設定し、そこに学生

が参カロするという形態もみられた。

2000年以降、教員養成における大学と教育委員会・学校との連携に向

けての体制作りや、教員を目指す学生の実践的指導力向上の要請、さら

に 2002年 より実施された学校の完全週五日制に伴 う子どもたちの学力

低下に対する不安の高まりなどを背景として、学校現場に多様な形態で、

多くの学生が入り込む素地ができあがつた。例えば、学生の「ティーチ

ングアシス ト」や 「学習サポーター」、「土曜スクール講師」等は、こう

した状況下で生まれた活動である。高野 (2005)は、こうした諸活動が、

学生の実践的指導力の向上や、行政による児童・生徒の学力向上施策の

一環という目的以外に、学生を受け入れる学校側の自校の「特色づくり」

の方策との関連や、財政事情から非常勤講師を採用できない学校・行政

が教員志望の学生を授業に活用する等のメリットもあったことを指摘し

ている。

その後、2003年度から2004年度には、文科省の委託研究として、全

国 100地区、73の大学で「放課後学習チューター」が実施、展開され

(姫野ら 2004)、 各大学や教育委員会との連携で行われることとなるボ

ランティアの原型やモデルとなつた。各地で広範に行われた 「放課後学

習チューター」は、鈴木ほか (20o4)や姫野ほか (2004)な どによつて、

チューターの活動形態や、教員とチューターの連携について、実践や研

究が報告された。全国では委託研究終了後も、学校現場での学習支援を

はじめとするボランティアヘのニーズは高く、活動時間の拡大や、活動

形態の多様化といつた道を辿った。それに応じて各大学の独自の支援体



制も進められていつた。

さらに 2005年の中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造

する」では、「ボランティア等の諸活動の実績を評価する選考方法」を教

員採用の改善方策として求め、2006年の中央教育審議会答申「今後の教

員養成・免許制度の在り方について」では、体験活動やボランティア活

動、インターンシップなどの学校現場を体験する機会を充実させるよう

求めている。近年では、2012年 の中央教育審議会答申「教職生活の全体

を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」において、「学校

ボランティアや学校支援地域本部、児童館等での活動など、教育実習以

外に一定期間学校現場等での体験機会の充実を図る」とした上で、こう

した活動では「いじめ・暴力行為・不登校等生徒指導上の諸課題への対

応について理解を深める活動」を重点的に行うことを提言している。

このように、教員養成政策の上では 1990年代後半以降、教員の資質

能力向上、とりわけ学校現場で求められる実践的指導力の育成という観

点から、教員養成を行 う大学教育の一環として、学校支援ボランティア

が定着することとなつた。ただしそこには、学校現場のニーズ、教員養

成の大学のニーズ、行政や教育委員会の思惑なども混在しており、各大

学・各地区の独自な展開や、課題も含んだ実践および研究の功績を残し

てきたといえる。(多様なニーズによるボランティアの矛盾や課題につい

ては、次節以降で詳細に検討する)。

1‐1-2 「学校インターンシップ」の導入をめぐる近年の動向

2015年 12月 21日 に中央教育審議会答申「これからの学校教育を担

う教員の資質能力の向上について」が文部科学大臣へ手渡された。この

答申では「教員養成に関する改革の具体的な方向性」として「学校イン

ターンシップ」の導入を提言している。本答申では「学校インターンシ
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ップ」について、「学校現場において教育活動や校務、部活動などに関す

る支援や補助業務など学校における諸活動を体験させるための学校イン

ターンシップや学校ボランティアなどの取組が定着しつつあるJこ とを

前提とした上で、①学生が長期間にわたり継続的に学校現場等で体験的

な活動を行うことで、学校現場をより深く知ることができ、既存の教育

実習と相まつて、理論と実践の往還による実践的指導力の基礎の育成に

有効である、②学生がこれからの教員に求められる資質を理解し、自ら

の教員としての適格性を把握するための機会としても有意義である、③

学生を受け入れる学校側においても学校の様々な活動を支援する地域人

材の確保の観点から有益である、ことが示された。すなわち、①実践的

指導力の基礎の育成、②教員の適格性の把握、③地域人材の確保、を「学

校インターンシップ」の効果として期待されていることが窺える。また、

教育職員免許法改正を見越した「見直しのイメージJでは、現行の「教

育実習」と「教育実践演習」を「教育実践に関する科目」に統合した上

で、「教育実習」の中に「学校インターンシップ (学校体験活動)を 2

単位まで含むことができる。」と記されているが、「各教職課程で一律に

義務化するのではなく、各大学の判断により教職課程に位置づけられる

こととする」とされ、「学校インターンシップ」を導入するかについては

各大学の自主性に委ねられた。今後は、各大学の自主性を基盤にしなが

ら、新設される「教員育成協議会 (仮称)」 で教育委員会と協議をしなが

ら「学校インターンシップ」が具体化されていくものと考えられる。

さて、今回答申で「学校インターンシップ」はどのような背景があり

提言に至ったのかを確認しておきたい。まず、政策文書に「学校インタ

ーンシップ」の要素が初めて組み込まれたのは、自民党教育再生実行本

部が 2013年 5月 に出した「第二次提言」である。この中で「新任の教

師を十分な指導・評価体制の下で育成し、厳格に教師としての適性を判



断できるシステムの導入Jと して 「大学・大学院卒業後、准免許を付与

し、インターンを経て、採用側 と本人が適正を判断し、インターン終了

後、認定の上、本免許を付与 して正式採用する『教師インターン制度』

の導入を検討」すると記された。この提言の意図について、当時、自民

党再生実行本部長であつた遠藤利明は 「今、教育学部等でたかだか lヶ

月 ぐらいしか現場の実習をしてお りません。幾 ら知識があつても本当に

先生に適するかどうかとい うのは、実際に教えてみてわかるわけで、自

分はどんなに先生に向いていると思っていてもじつは向いていないとい

う人もいます し、逆に、やつてみて自分は合わないなと、自分からやめ

たいとい う人もあると思います。ですから、4年制で、まず准免許を与

えて、そして 1年間現場でしつかり指導教師、教官のもとで授業をして

みて、初めて適正のある人を正式な先生として採用 してはどうか」(教育

再生実行会議第 20回議事録)と 述べている。つまり、提言の「教師イ

ンターンシップ (仮称)」 は、①教員の適格性を把握することに主眼が置

かれていること、②そのために採用後に行 うこと、が想定されていたこ

とが窺える。

次に政策文書に登場するのは、内閣に設置された教育再生実行会議が

2014年 7月 に出した「第五次提言」である。この中で「大学において、

インターンシップやボランティア活動など学生に学校現場を経験させる

取組を推進するとともに、採用前又は後に学校現場で行 う実習・研修を

通 じて適性を厳格に評価する仕組み (教師インターン制度 (仮称))の導

入を検討する」と記載 された。「適正を厳格に評価する仕組み」としての

「教師インターン制度 (仮称 )」 とい う趣旨は、先の教育再生実行本部 と

類似性がみられる。ただ、インターンを行 う時期については、教育再生

実行本部では 「採用後」であつたのに対 し、教育再生実行会議は 「採用

前又は後」と変化がみ られ、教員の適格性を評価する時期が教員養成段
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階へ前倒しして検討する可能性が示されたといえる。

上記の二つはいずれも文部科学省への「外圧」といえる会議体からの

提言であつたが、文部科学省は 2014年 7月 に中央教育審議会へ 「これ

からの学校教育を担 う教職員やチームとしての学校の在り方について」

を諮問し、2015年 7月 に「中間まとめ」を公表した。この中では最終

的に答申で示されたような、「実践的指導力の基礎の育成」がまずもって

示された上で「教員としての適格性を把握」が記述されていることから、

主眼が 「適格性の把握」から「実践的指導力の基礎の育成」に変化がみ

られることは注目されよう。ただ、「中間まとめ」の段階では必修化につ

いて言及はみられないが、2015年 4月 に文部科学省が都道府県・政令

指定都市・中核市教育委員会および教職課程を持つ大学を対象に行つた

「教員の資質能力の向上に関する調査」で「学校ボランティア/学校イ

ンターンシップを教職課程において必修化することについてどのように

考えていますか」という設間に対して賛成と回答したのは、教育委員会

が約半分、小学校教諭養成課程を有する大学でも33%に留まった。必修

化に対して大学側が求める条件として、受入先の学校の確保、学生の活

動が学校に負担にならない実施方法の整備等が多く挙げられ、大学や学

校の負担をかけない形での導入が模索された (中央教育審議会教員養成

部会第 87回配付資料)。 これらの状況を踏まえて、2015年 10月 19日

に中央教育審議会初等中等教育分科会で示された答申案では「(学校イン

ターンシップは :筆者注)義務化するのではなく」という文言が組み込

まれ、大学の自主性に委ねられる方向性が決定づけられた。最終的には

本項の冒頭で示した内容で、2015年 12月 21日 に答申としてまとめら

れるに至った。

以上、「学校インターンシップ」の政策過程分析から以下の,点が指摘さ

れる。一点目は、「学校インターンシップ」の主眼が「(教員としての)



適格評価システムJから「(教員 としての)能力育成システムJへ変化 し

たとい う点である。これは、文部科学省が官邸等からの 「外圧Jに対 し

て、すでに実績がある教育実習以外のインターンシップやボランティア

を単位化することで、「外」に対 して「改革姿勢」をみせたと指摘 される。

二点日は、当初検討 されていた必修化が見送 られた点である。これは、

各大学の自主性を担保する側面とともに、受入先である学校に過度に負

担がかからないように配慮された結果である。すなわち、文部科学省は

「内」に対 しては、必修化を避けるなど大学や学校の過度な負担の回避

する配慮もみられた。

今後の動向として、例えば「学校インターンシップJの評価基準の設

定などに際には、新設 される「教員育成協議会 (仮称)Jにおいて「教員

育成指標 (仮称)」 が議論 されることになると予想 される。そのため、「学

校インターンシップJの内容については教育委員会の意向を踏まえなが

ら各大学が設定 していくことになると推察され、地域のニーズに応 じて

各大学の自主性に委ねられる一方で、「実践的指導力の基礎」としての「共

通性J(ないしは「基準J)を国家レベルでどのように設定 していくのか

とい う課題も表出するだろう。

1-1-3 学校支援ボランテイアに関する取 り組み事例

ここまで述べてきたような政策動向にも影響を受けながら、教員養成

を行 う各大学では、教員を目指す学生を学校現場に派遣する学校支援ボ

ランティアが積極的に導入されている。その詳細な状況についてはすで

に先行研究でレビューされているが、例えば武田・村瀬 (2009)は各大

学で実施 されているボランティアを、「学校行事参カロ型」「授業実施型 J

「授業補佐型J「特別支援教育補助型J「校外支援型J「地域社会連携型」

に分類 し、活動内容が多岐にわたることを示 している。学校現場で必要
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とされる支援が多様であるからこそ、学校支援ボランティアで実施され

る活動内容が多様なのであり、先にも述べたように基本的には学校側の

ニーズに応えるボランティアのあらわれ といえよう。

さらに個別の大学をみると、学校支援ボランティアの実践と研究が着

実に蓄積 されてきたことがわかる。これまで国立教員養成系大学・学部

を中心に、地域の教育委員会 と連携 して、学校に学生ボランティアを派

遣する事業が展開されてきた。例えば秋田大学、静岡大学、山梨大学な

どでは、研究 レベルでもその成果等が示されているほか (姫野 2005、

酒井 2011、 進藤ほか 2009な ど)、 2008年の日本教育大学協会の報告

書にもいくつかの大学の事例が掲載 されている (日 本教育大学協会学校

外ボランティアの質的向上検討プロジェク ト編 2008)。 またこうした

動きは国立大学だけにとどまらず、教員養成に特徴のある私立大学でも

みられる。例えば佛教大学では、小大連携プロジェク トとして京都市と

包括協定を結び、教員を目指す学生を地域の学校の学習支援に派遣 して

お り、その成果等に関する研究も蓄積 されている (原・芦原 2005a、

2005b、 2006な ど)。 このように、今では教員養成を行 う実に様々な大

学が、地域の教育委員会 と連携 して学生を学校現場に派遣 し、ボランテ

ィア経験を通 じて教員 としての資質能力向上を図つているのである。

もちろん学校支援ボランティアをめぐる各大学の取 り組みは、地域の

教育委員会 との連携だけではない。今では学校支援ボランティアを単位

として認定する大学もある。例えば日本教育大学協会が会員大学を対象

として 2007年度に実施 した調査によると、回答のあった 56校の うち、

30校 (約 54%)の大学が学校等で行われるボランティア活動に単位を

与えていると回答 している (松 田 2008)。 さらに教職課程を有する私立

大学を調査 した原・浅田 (2013)で も、2011年時点で約 36%の大学が

単位を認定してお り、2005年と比較すると大幅に増加 しているとい う。
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こうした単位認定よりさらに踏み込んだ事例 として、教育活動全般の支

援に参カロする人材の育成を目的としたスクールサポー ト研修・認証制度

を設けている奈良教育大学、「1000時間体験学修Jと い う特徴的なプロ

グラムの一環 としてボランティアを導入 している島根大学、教育活動を

支援する 「まなびんぐサポー ト」とい う事業の中でボランティアを展開

する大分大学などもある。

以上のように、教員を目指す学生による学校支援ボランティアは、特

に実践的指導力の育成を求める政策動向に従い、各大学等において組織

的・計画的に実施 されている。そしてそれは、教員養成の周辺から、よ

り中心に近い教育活動の一環として位置づけられつつある。



1-2 「学校支援ボランティア」の矛盾 と可能性

1‐2‐1 学校教育に近接するボランティアの整理

教員養成段階における学校現場体験の積極的導入が求められて久 しい

今 日、いわゆる “ボランティア"と い う形態での活動が推進 されている

(中央教育審議会 2012)。 後述するように、このボランティアという活

動形態の元来の意義では、その言葉のごとく「自発性」に根ざしている

ことが重視 される。一方で、ボランティアの単位化やカ リキュラム化 と

い う議論があるように、教員を目指す学生にボランティアとして学校現

場を体験させる政策的意図は、必ず しも「自発性」を強調 しているわけ

ではないと理解 される。このように、教員養成段階で推進 されている学

校現場でのボランティアが、元来の意義との間に少なからぬ矛盾を抱え

ているとすれば、まずはボランティアそのものの概念を整理 した上で、

教員養成で行 う教育活動の一環として位置づけ直す必要があるだろう。

ここでまず、ボランティアに関する諸概念を整理 し、ボランティアと学

校教育の間にある矛盾について検討する。

(1)ボ ランティアにおける「自発性」

“ボランティア"と い う用語は自由意志に基づいて兵役についた 「志

願兵」を意味し、またボランタリズムとい う思想は 16～ 17世紀のイギ

リスで国家権力から独立した主体になろうとした教会の運動から始まる

とい う (岡 2008)。 こうした歴史的背景からボランティアを理解すると

き、まずもつてその概念は個人の 「自発性」が最も重視 される。以下の

ように、今 日では、この「自発性」を含む 4つの原則によつてボランテ

ィアの概念が構成 されている。



1992年の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応 した生涯学習

の振興方策についてJでは、ボランティア活動を 「個人の自由意思に基

づき、その技能や時間等を進んで提供 し、社会に貢献すること」とした

上で、「自発 (自 由意思)性、無償 (無給)性、公共 (公益)性、先駆 (開

発、発展)性」をボランティア活動の基本理念 として提示 している (生

涯学習審議会 1992)。 この 「自発性」「無償性」「公共性J「先駆性Jと

いう 4つの原則のうち、最も基本的なものが「自発性Jであるとい う。

米山編著 (2006)は 「ボランティア活動では自発性が活動の中核である

ことから、自分から動 くことによつて人との新たなつながりが開けてい

くことになる」 (p.8)と して、ポランティアで最も重視すべきは 「自発

性Jであることを強調 している。

ここまでみてきたように、広 く流布 している “ボランティア"と い う

用語は、元来の意義である「自発性Jが今 日においても基本原則 とされ

てお り、自立した個人の自由意志・ 自己決定に基づき社会に貢献する公

共的営為であることが確認できる。

(2)ボ ランティアと学校教育の矛盾

1990年代以降、学校教育の各場面でボランティア活動の導入が推進 さ

れていく。その形態を大きく括れば、①学校教育における学びの一環 と

してボランティア活動を導入するものと、②地域の教育力を生かして学

校教育を支援するためのボランティア活動を導入するもの、とい う二つ

にわけられる。 ところが、これ らボランティア活動を導入するいずれの

形態でも、先に示 した 「自発性」の原則を中心に、学校教育の実際とボ

ランティア概念 との間に、少なからぬ矛盾を抱えている。

まず、①学校教育における学びの一環 としてボランティア活動につい

てみてみよう。社会・生涯教育政策から出発 した 「ボランティア活動 と
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学習の接合」①という発想は、1996年の中央教育審議会第一次答申「21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について」で学校教育にも反映さ

れることとなる。同答申では、生涯学習の基礎的な資質である「生きる

力」を育成するため、あらゆる教育活動を通じて、ボランティア活動、

自然体験、職場体験などの体験活動を充実すべきと提言している。その

後の学習指導要領の改訂 (小・中学校では 2002年度から、高校では 2003

年度から順次実施)に より、小 。中学校の総則では「家庭や地域社会と

の連携を図りながら、ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体

験」を図ること、高校の総則では「地域や学校の実態等に応じて、就業

やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行 う」ことが、

それぞれ明記された。このように学校教育においては、家庭や地域と連

携を図りながら、体験的な学習の機会としてボランティア活動を導入す

ることが推進された②。

教育の一環としてボランティア活動を導入することを、前述の「自発

性」の原則に照らしたとき、そこには基本的な理念レベルでの矛盾が存

在するという。岡 (2008)は、教育が目的的・意図的な営みであり、あ

る価値を内在している文化の伝達手段である以上、「自発性」を基本理念

しながら個人が社会の形成に深く関わつていく営みであるボランティア

とは矛盾する側面をもつと指摘している。こうした教育自体がもつ特徴

に加え、学校で営まれる教育活動は、意識・無意識に関わらず、学習者

に対して義務や強制を少なからず課しており、個人の自由が制限される

場合もある。これらを踏まえれば、教育の一環として行われるボランテ

ィア活動では、主体的で自立した個人が自身の自由意志・自己決定に基

づいて活動を始めるという「参力日の自発性」が保障されるとは限らない

のである。

学校教育にボランティア活動を導入するもう一つの形態が、②地域の



教育力を生かして学校教育を支援するためのボランティア活動である。

まさに「学校支援ボランティア」という言葉が政策上出現したのは、先

に述べた 1996年の中央教育審議会第一次答申の翌年、1997年に文部省

が発表した「教育改革プログラム」である。このプログラムでは、「学校

の教育活動について地域の教育力を生かすため、保護者、地域人材や団

体、企業等がボランティアとして学校をサポー トする活動 (学校支援ボ

ランティア活動)を推進する」とし、学校と社会が積極的に連携するよ

う求めている。続く 1998年の中央教育審議会答申「今後の地方教育行

政の在り方について」をみると、「地域住民の教育行政への協力の促進」

および「学校の教育活動への地域の活力の導入・活用」という観点から、

学校の教育活動に地域住民の協力を得るためには、学校支援ボランティ

アを受け入れるための仕組みづくりが重要であると指摘している。さら

に 1999年の生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす一生涯学

習の成果を生かすための方策について一」では、学校の閉鎖性を排除し

て、学校に対する地域住民の理解と共感が得られる「地域に根ざした学

校Jづ くりを実現するように求め、そのための一つの手段として、学校

支援ボランティアを掲げている。このように、学校教育の活性化や 「開

かれた学校づくり」という学校主体の文脈から生じたボランティア活動

には、地域住民を中心とするステイクホルダーを学校教育に参カロさせ、

学校への理解と共感を得るとともに、その力を有効活用しようとする意

図が読み取れる。

学校教育を支援するためのボランティア活動の導入もまた、前述の「自

発性Jの原則に照らしてみると、そこには少なからぬ矛盾が生じている。

廣瀬 (2003)|こ よれば、こうした学校支援ボランティアは、学校側のニ

ーズに基づいて地域住民が活用されるという構図のもとで導入されてい

るといい、学校による活用の対象としてのみボランティアが位置づけら
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れてしまえば、「ボランティア自身の活動 として自らの発意で自ら考え、

学びながら提案 していく自発性が失われてしま う危険性があるJ(p28)

と指摘 している。確かに、学校教育の充実や改善を第一義的な目的とし

て学校支援ボランティアを導入するとしても、学校にとつての意義だけ

が強調 されることで、ボランティアの自由意志 。自己決定に基づいて活

動を実行 していくとい う「裁量の自発性」が委縮 してしまう可能性があ

る。

1-2-2 学校支援ボランティアの原理的矛盾

以上にみてきたように、学校支援ボランティアの 「自発性」を問うと

き、そこには 「参カロの自発性」と「裁量の自発性」とい う二つの観点が

存在する。「参力日の自発性」とは活動に参加するきつかけが自らの自由意

志 。自己決定に基づくものであり、「裁量の自発性」とは活動する内容や

関わり方が自らの自由意志・自己決定に基づ くものである。先に述べた

ように、ボランティアと学校教育の間に存在する矛盾は、「参加の自発性」

と「裁量の自発性」がともに担保 されていないことに由来 している。教

員を目指す学生による学校支援ボランティアも同様に、この二つの 「自

発性」に矛盾を抱えているのであろうか。

(1) 「参加の自発性」の喪失

前述のように、各大学で実施されている学校支援ボランティアは、ボ

ランティア経験を通 じて教員を目指す学生の資質能力向上を図るものと

して理解できる。近年では、特に実践的指導力の育成を求める政策に沿

つて、学校支援ボランティアを単位 として認めた り、教員養成カリキュ

ラムに編入 した りする動きがみ られる。ただし、このような単位化やカ

リキュラム化は、学生自らの自由意志・自己決定に基づいて学校支援ボ



ランティアに参加 しようとする「参加の自発性」が失われることにつな

がる。ボランティアは国策に依拠 して動 くものと対極にある (岡本 2005)

ともいわれるが、国家主導の教員養成改革によって単位化やカ リキュラ

ム化が図られる学校支援ボランティアは、「参加の自発性」原則を担保す

る元来のボランティアとは離れたものとなっている()。

さらに 「参加の自発性Jの喪失は、単位化やカ リキュラム化の影響の

みにとどまらない。高野 (2005)に よれば、学生が学校支援ボランティ

アに参カロする動機には、実際に子 どもと接する経験がしたいことにカロえ、

採用に有利になるかもしれないとい う期待もあるとい う。また採用側に

とつても、「優秀な教員をリクルー トしたい」とい う意向からボランティ

ア学生の青田刈 りにつながる可能性があるとい う。学校支援ボランティ

アがこうした養成―採用の構造の中に位置づいているとすれば、採用 と

い う外的な圧力が、少なからず学生の動機づけとして働いていることは

容易に想像がつく。このこともまた、自由意志・ 自己決定とい う本来の

ボランティアが想定する 「参加の自発性」とはやや異質なきっかけで、

学生が学校支援ボランティアに参カロしている状況とみることができよう。

松浦 (2003)や新崎 (2005)も 指摘するように、ボランティア活動を

義務的な奉仕活動や体験活動 と同一視するような議論があり、近年の教

員養成・採用における学校支援ボランティアの位置づけも、これに類似

している。ボランティアの基本原則の一つが「参カロの自発性」である限

り、改革や制度によってボランティアを枠づけることは、その原則を解

体することに他ならない。“ボランティア"と い う名称を前面に押 し出し

て学校支援ボランティアを推進するとき、その名称の理念や意義 と、学

生が行 う活動の整合性をあらためて問い直さなければならないだろう。



(2) 「裁量の自発性」の限定

学校支援ボランティアの 「自発性」を問 うとき、活動に参加するきつ

かけである 「参加の自発性」は議論されるものの、活動する内容や関わ

り方である 「裁量の自発性」に注 目されることは少ない。 しかしながら

「参力日の自発性」と同様に、「裁量の自発性」もじつは多分に制限された

ものなつている。

本章冒頭でも触れた通 り、そもそも学校支援ボランティアの萌芽期で

は、特別支援教育において若い労働力を必要とするニーズなどから、学

生が学校現場へ派遣 されていたことが知 られている。近年では、特別に

支援を必要とする子どもの対応だけではなく、学校業務の肥大化に伴 う

教員の多忙化 (油布編著 2007)も深刻 となっていることから、学校現

場ではこれまで以上に教育活動を支える労働力を必要 としている。つま

り今 日の学校支援ボランティアは、教員を目指す学生の資質能力向上を

図るとい う、いわば 「教員養成ニーズ」に基づくとい うよりは、学校現

場で必要とされている労働に従事するための、いわば 「教育活動・業務

ニーズ」に基づ くものとさえいえる141。 こぅした状況から想定 されるこ

とは、ボランティアの活動内容や関わ り方の基本は、学生主体で決めら

れているのではなく、学校側のニーズに基づいて決められているとい う

ことである。学生がボランティアとして学校現場に派遣 されるとき、そ

こには活動に対する 「裁量の自発性」が必ず しも担保 されているわけで

はないのである。

もちろん、ボランティア活動である限 り、第一義的には学校側のニー

ズに応えることが求められ、学生の活動に対する 「裁量の自発性」が制

限されることは避けがたいのかもしれない。ただしここで留意すべきは、

教員を目指す学生にとっての学校支援ボランティアが、「自分には何がで

きるか」を考え模索 し発案するような学びの機会 (松浦 2003)で ある



とすれば、活動に対する 「裁量の自発性」が限定されることで、こうし

た学びの機会は減少する、とい うことである。

また、学校支援ボランティアでの学びは 「正統的周辺参カロ」によって

説明されることもあるが、「裁量の自発性」はこの議論にも大きく影響す

る。「正統的周辺参加」とは、新参者がある実践共同体に加わっていく学

習過程であり、最初は部分的な仕事に従事する周辺的参加から、徐々に

熟達者に導かれ、最終的には多様で重要な仕事に従事する十全的参加ヘ

と移行 していくとい うものである (Lave&Wenttr訳 書 1993)。 さら

にこの「正統的周辺参加Jで重要なのは、実践へのアクセスである。Lave

&Wengerに よれば、熟達者が新参者の活動を周辺的なものからは遠い

仕事に押 し込める、つまり実践から隔離することで、新参者は周辺的な

参加を妨げられるとい う。このような新参者は、たとえ正統的であった

としても、実践共同体の活動における生産的なアクセスが与えられてい

ない。この議論を踏まえて、学校支援ボランティアでの学びと「裁量の

自発性Jの限定とい う現象を捉えれば、次のことがいえるだろう。教員

を目指す学生が学校支援ボランティアとして学校現場で活動するこどは、

確かに正統的な参加ではあるものの、活動に対する 「裁量の自発性」が

限定され、学校側のニーズに応えるような (周辺から遠ざけられた)活

動のみに従事するならば、それは学校現場での生産的なアクセスが与え

られていないことになり、「正統的周辺参カロJと はいえないのである。

1-2-3 ボランティア概念をこえた学校現場体験の可能性

Lave&Wenger(1993訳書)によれば、「正統的周辺参加」とは、単

に新参者の側からみた職業的な学習過程にとどまるものではなく、「人 と

実践 との間の互恵的関係」であるとされる(Lave&Wenger訳 書 1993、

p104)。 新参者 と古参者 との間にコンフリク トを生み出しながらも、個
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人を成長させ、同時に実践共同体を変容 させるとい うモデルは、まさに

教員を目指す学生が成長 し、学校現場にも刺激を与えるとい う、学校支

援ボランティアの理想 といえよう。一方で、現在行われている学校支援

ボランティアの現実を直視すれば、こうした理想の実現が難 しいことも

浮き彫 りとなる。

それでは、「自発性」に限界を認めることで、理想主義的なボランティ

アのモデルが棄却されるとすれば、教員養成における学校現場体験のあ

りようには、いかなる可能性を見出すことができるだろうか。ここでは、

教員養成の原理と政策 とい う観点から検討 してみよう。

(1)教員養成の原理からみる可能性

ここまでの議論でまず明らかになつたことは、従来の“ボランティア"

論頼 りではない学校現場体験を構築する必要性である。1990年代以降の

教員養成政策では、教員の資質能力向上、とりわけ学校現場で求められ

る実践的指導力の育成 とい う観点から、教員養成段階におけるボランテ

ィア活動が求められ続けてきた。“ボランティア"と い う名称を相変わら

ず使い続けていることには、学生の 「自発性」に対する願いや期待が少

なからず込められているのかもしれない。しかしながら“ボランティア"

を前面に押 し出して学生の学びを構築 しようとすれば、結局のところ、

「参加の自発性」と「裁量の自発性」をいかに担保するかとい う議論に

終始 してしま う。学校教育として導入する以上、まずは 「自発性」の限

界を認めることで、学校現場体験に準備 されている多様な学びの機会に

気づくことができる。

例えば、ボランティアにかえて近年用いられつつあるサービスラーニ

ングという発想は、教員養成における学校現場体験に有益な示唆を含ん

でいる。岡 (2008)に よれば、サービスラーニングとは、「市民性」の



育成を目指 して、地域社会のニーズに応える体験活動に参加するなかで、

参加者 自身の成長を図るとい うものであるとい う。この「市民性Jの育

成 とい う目的は、教員を目指す学生の学びにおいても尊いものである。

自らを市民社会に生きる一員 として自覚するとき、教育や教職が社会に

おいて担 うべき役害Jへの視点が芽生え、その公共的側面に気づくことが

できる。こうした視点は、いつたん教職 とい う仕事の内側に入つてしま

うと会得することは困難 となるため、学生とい う外側の立場だからこそ

学び得る可能性が広がる。教員養成改革によつて学校支援ボランティア

の捉え方が限定的になっている今、国家やステイクホルダーのみに縛 ら

れない広範な公共的精神を包含する「市民性Jの育成にも目を向ける必

要があるだろう⑤。

さらにサービスラーニングの学びにおいては、「省察」がキー概念の一

つ とされてお り (Jacoby訳 書 2009)、 これは教員の成長にとっても重

要な役割を果たすことが度々指摘されている。」a∞byに よれば、教育学

的原理に基づくサービスラーニングは、学習者がサービスを体験するこ

と自体で成長するのではなく、明確に設計された省察的要素があっては

じめて成長するとい う0。 また 「省察」を組み込むことで、サービスが

対応するニーズの背後にある社会問題に関する学習を促進することがで

きるとも指摘 している。 このように 「省察Jをキー概念 とするサービス

ラーニングは、単にサービス体験に身を置 く機会ではなく、構造化 され

た学習の機会であり、学校内外の多様な状況を見極め、教育を規定する

枠組み自体をみつめる活動であるといえる。

このような学びは、実践的指導力 とい う直接的な職務遂行能力の育成

として寄与するものではなく、また、必ず しも実践共同体を刺激 し変容

させるものではないかもしれない。 しかしながら、学生とい う外側の世

界の住人が学校や教職 とい う内側の世界に身を置 くことができる点に、
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学校現場体験の意義を求めるとすれば、この貴重な活動における学びの

視野が限定されるべきではない。「自発性」の限界を認めるというのは、

学生の学びそのものをあきらめるのではなく、予定調和的、あるいは理

想主義的な学びに頼らないということである。まずは「省察」を核とし

た構造的な教育活動として学校現場体験を位置づけ、その上で、学校現

場における学生という他者性や外部性をも生かした多様で広範な学びを

構想することはできないであろうか。

(2)教員養成の政策からみる可能性

前節でもその経緯を述べたように、2015年の中央教育審議会答申では

「学校インターンシップ」の導入を提言しており、具体的に教育実習 5

単位のうちの 2単位まで含むことができるとしている (高等学校は 3単

位のうち 1単位 )。 この答申で注目すべきは、①教員養成の教育だけで

はなく、学校現場の人材活用という観′点からの意義も指摘されているこ

と、②各教職課程で一律に義務化するのではなく、実施に関しては大学

の裁量が与えられていることである。「インターンシップ」という用語に

は議論の余地はあるが(り、上記の二点はこれまで議論してきた教員養成

における学校現場体験を制度的に位置づける際の重要な条件といえる。

まず学校現場の人材活用について、本章では、学校支援ボランティア

が学校現場の「教育活動・業務ニーズ」をもとにして学生の「労働力」

提供という契機を含有していることを指摘し、学生の活動に対する「裁

量の自発性」が制限される可能性を示した。こうした限界を認めつつ、

日々 変化する学校側の需要に身を置きながら、自らは学生の立場で何が

できるのかを考え、貢献しようとする姿勢を持つことを、前述の「市民

性」育成の観点から意義づけることはできよう。また同答申では、「学校

インターンシップ」における学校の役割について、学生が行 う支援や補



助業務の指示に限定 してお り、教育実習のような活動の指導・評価の実

施を求めてはいない。確かに教員養成の教育とい う観点からは課題が指

摘できそ うであるが、他方で学校現場をフィール ドとし、第一義的に学

校側のニーズに応える活動である限り、サステイナブル (持続可能)な

制度設計は必要不可欠であり、学校現場への負担は調整 されるべきであ

ろう。

次に大学の裁量について、教職科 目や教科教育法、教科専門、教育実

習等の中に、学校支援ボランティアなどの学校現場体験をどのように位

置づけるかとい う、理論 と実践の結びつきに対する大学自身の考え方が

問われるだろう。大学はもはや、ボランティアの窓口業務 とい う役割だ

けを果たせばよい、とい うわけにはいかない。理論 と実践の関わりにお

いて、学校現場体験を教員養成カ リキュラムにどのように位置づけるの

か。前述の「省察Jと い う観点から学生の学びを豊力ヽ こする振 り返 り等

の機会をどのように設けるのか。義務化によつて学校現場体験を一律の

機械的な営みとするのではなく、これ らの課題に創意工夫を凝 らすこと

で、大学の自律的で構造的な教育活動 とすることができるのである。・

一方でこれ らが大学の教育活動であるものの、活動のフィール ドであ

る学校現場のニーズに従 うこと、将来の教員を養成する一環であること

などに鑑みれば、大学・学校・教育委員会の協働関係を構築することが

求められる。同答申では、教育委員会 と大学等が養成や研修について相

互に議論するための「教員育成審議会」を設けるよう提言 してお り、そ

こでの協議内容例 として 「教員育成指標」の策定や学校インターンシッ

プの受け入れなどに関する協議を挙げている。育成すべき教員像を共有

し、学校現場体験におけるニーズや活動内容を調整する場 として「教員

育成審議会」が機能することを期待 したい。



[注 ]

(1)例 えば、1992年の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応 し

た生涯学習の振興方策について」では、生涯学習とボランティア活動 と

の関連について、「ボランティア活動そのものが自己開発、自己実現につ

ながる生涯学習 となるとい う視点J「ボランティア活動を行 うために必要

な知識・技術を習得するための学習として生涯学習があり、学習の成果

を生かし、深める実践としてボランティア活動があるとい う視′点」「人々

の生涯学習を支援するボランティア活動によつて、生涯学習の振興が一

層図られるとい う視′点」とい う三つの視′点を提示 している。

(2)学校教育へのボランティア活動の導入に先立ち、1993年の文部次官

通達「高等学校入学者選抜について (通知)」 では、高校の推薦入試の選

抜や調査書の記載において、ボランティアの活動歴を評価するように促

してお り、ボランティア活動が教育的な評価の対象 とされていることが

わかる。

(3)実際にボランティアの研修・認証制度をついて検討 した林ほか (2009)

では、現職教員を対象 としたアンケー ト調査の自由記述において、ボラ

ンティアの研修・認証を制度化することで参加する学生の意欲や熱意が

低下した り、参加する学生の数が減少 したりする可能性に言及 している。

(4)議論を先取 りすれば、次章の表 2‐ 2‐ 1で示すように、約 53%の大学

で 「学生を一部労働力の側面から期待するなど、活動の趣旨とは違つた

学校側のニーズJと い う課題に直面 していることが明らかとなってお り、

特にルーティン的な活動になるほど、こうした課題が顕在化する可能性

がある。

(5)た だし、ここでい う「市民性」の中身については、別途議論が求め

られる。例えば市民社会について論 じた植村 (2010)ヤま、市場や国家の



行き過ぎをチェックする機能を市民社会に期待する「新 しい市民社会論」

が登場 している一方で、パブリックマイン ドを要求 し自己責任論を強調

する思想が新 自由主義的国家を支える補完物になると指摘 している。こ

のような市民社会の両義性に着 目すれば、「市民性」とい う概念を論 じる

際にも、権力機関に対 して無批判な市民を生み出す可能性に留意する必

要があろう。

(61同様に桜井・津止編著 (2009)は、サービスラーニングが単なる経

験ではなく、学習 目的の設定や振 り返 り会の実施 といった構造化 された

教育的取 り組みであるとした上で、それによつて学習や認知発達、コミ

ュニティヘの貢献が高まるとしている。

(712015年 の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担 う教員の資

質能力の向上について一学び合い、高め合 う教員育成コミュニティの構

築に向けて一」では、「学校インターンシップJの名称について法令に規

定する上で適切な名称を検討すべきであるとしている。津止・桜井 (2009)

によれば、実習やインターンシップは地域コミュニティヘの貢献が明示

されていないとしているが、同答申の「学校インターンシップ」では学

校現場への貢献が示されてお り、津止・桜井の 「インターンシップ」の

議論 と異なつていることに留意する必要がある。



【コラム】

教 育実践学専修 と「訪問活動」 につ いて

教育実践学専修は、1990年代後半において地方国立総合大学における

教員養成学部の今後のあり方を模索した結果、教育学の「知の再構築」

を目指して、心理・教育専攻を改組して 1998年 4月 に発達教育学 (教

育実践学・教育心理学・幼児教育の 3専修)の 1専修として発足した。

その基本的コンセプ トは、これまでの教育学の蓄積に学び (理論知)

ながらも、学校現場をフィール ドとして重視し (体験知)、 子どもや親・

地域で学校を共に創造できる「実践知」として、その研究・教育の回路

を形成することであった。

この体験知・理論知・実践知の回路は、大学における教員養成だけで

なく、現職教員の力量形成や研修にとつても根幹となるものである。だ

から、21紀型大学としての教育学部の創造は、大学の研究・教育と学校

現場がどのように連携協力できるかにかかつているといつても過言では

ない。

実際に、2002年度静岡大学教育学部の『学生案内』によれば、教育実

践学専修の日標を次のように掲げている。「実践的な見地から、学びの構

造転換の中で子どもを指導・支援する力、学校・学級を経営・運営する

力を身につけます。これからの社会や学校をEllる ために、教育のあり方

をもう一度みつめ直し、子どもたちが基礎的学力と生きる技法を身につ

けることのできる実践的学問を追究します。」

2016年 1月 の現在からみれば、このような教育実践学専修の掲げる

目標は、国の教員養成政策の基調であり、教員養成課程を置く大学や教

育委員会・学校においても共有されている。しかし、約 20年前に国立



地方総合大学がその方向で自覚的に学部組織を行い、よりよい教員養成

ために学生の教育研究の取り組みを行つてきた歴史的な意義は、手前味

噌的だが大きかつたと考えている。

上記のような目標に向かつて実際にその一歩を踏み出した教育実践学

専修は、実際の教室運営においてかなりの労力と試行錯誤を繰 り返して

きた。発足時の教育実践学専修の組織単位 (教室)は、学生定員 1学年

9名 (2009年度 12名 、2016年度 10名へ変更)であり、1年次から4

年次までの学生や院生をカロえても 40名程度の規模である。その教育実

践学専修が、学校でのボランティア活動である「訪問活動」に取り組む

こととなったのは、2001年度からである。2001年度当時に教育学部と

県教育委員会との連携事業として多様な専攻・専修 (教室)の参加協力

で始まった「公立小学校の実践参画型活動」は、教育実践学専修におい

ては、教育実践学 5名 の教室教員と学生・院生の参加協力で同時に開始

された。また、その後の展開は、2002年度には教育実践学専修のカリキ

ュラム (単位)に位置づけられ、その後カリキュラム改編を経ても現在

まで継続されており、2016年度で 16年 目となる。毎年度学生が編集・

発行する報告書 (3月 発行)は、16冊 目となる予定である。

一方、教育学部の他の専攻・専修の学生に学校支援ボランティアの機

会を提供する事業は 2001年度から附属教育実践総合センターが行つて

きたが、「多様な学校体験活動の機会」を学部レベルでカリキュラム化 (単

位化)するために「教職体験入門」 (選択、3～4年次、実習 2単位 :教

職に準ずる科日)を 2006年度学生便覧で導入し2008年度から開講、そ

の後 2011年度入学生からは、これを発展させて「学校支援ボランティ

ア体験 I・ Ⅱ」 (と もに選択、2～4年次、実習 2単位、教職に準ずる科

日、実施 2012年度)を単位化している。

さて、教員養成カリキュラムにおいて、以上のようなボランティア活
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動 (体験)を どのように位置づけるべきか、特に教育実践学専修のカリ

キュラムとの関係で、その意義と基本的なあり方についてまとめておき

たい。

第一に、このような活動は、教育実習とは性格が異なる。基本的な相

違点は、まず学校での支援活動、あるいはサポー ト活動とい う「(学校の

教育活動にとって必要な)社会的需要」があることである。その活動内

容は、学校や教職員からの要請によつて変化するし、学生の要望もある

ので調整も必要である。このような 「協働」関係を構築 しながら、支援

活動を展開していくことが、カリキュラム上、また教員志望学生にとつ

て生きたものとなる秘訣なのだと思 う。これまでの報告書に寄稿 した論

考でも述べたが、この活動およびその報告書づくり等の一連の作業が、

教育実践学教室においては学生・院生、教員の結びつきを強めている。

もちろん、それを可能にしているのは、校長先生、教頭先生および教務

主任の先生をはじめとする活動校の教職員のみなさんのご理解ご協力と

ご指導があればこそ実現 しているのであり、このような連携・協働の関

係を構築することが極めて重要なのである。

第二に、この活動は、教育実践学専修のカ リキュラムにおいて、2002

年度から選択科 目「学校教育実践研究 I～Ⅳ」 (実習 :2単位)と して位

置づけられ、その後のカ リキュラム改訂では、「訪問活動」の部分は「学

校教育実践 I～Ⅳ」(実習 :各 1単位)と し、振 り返 りの機会として「学

校教育実践研究 I～Ⅳ」(演習 :各 1単位)を置き、1年生から4年生ま

でが一堂に会 して、活動を省察する機会を設けている。そのカリキュラ

ム上の特徴は、1学年から 4学年まで履修できる (1年次必修 として 2

年次以上は選択履修 としているので希望者のみではあるが多くの学生が

履修 している。)ので、4年間公立小学校の子どもたちと関係を持つこと

ができることである。カ リキュラム上のこのような位置づけは、第一の



観点からするこの活動の蓄積やその「質Jが十分に単位化するに値する

とい う判断に基づ くものであつて、逆ではない。

第二に、この活動は、学校現場を直接体験し、しかも学校にいる子 ど

もたちに直接関わるとい う点で貴重な体験 (「体験知」)であり、他の教

職科 目や教科専門、教科教育法だけでなく、教育実習や教職実践演習な

どにおいて、大きな効果を発揮する。これらの授業において、自分の活

動体験として リアルな感覚を持つて考察 し検討できるのである。ただし、

この点は、教員養成カリキュラムをどのように有機的に構成 していくの

かとい う課題 も残されている。大学の授業の中で、この活動の体験知を

活かしていくことが求められる。 さらにいえば、先程述べた「社会的需

要」を受けて、どう活動を展開するのかを検討 し、実践するとい う筋道

も授業の中に位置づけられてよいであろう。

先の 2004年度報告書において梅澤は次のように述べている。

今後の大学教員養成カリキュラムの基本的あり方を考察し、「 (以上の)

第一から第二までの要素を土台にしていることが重要なのであって、『実践

的体験活動を何単位必修とする』というのであれば、その意義はほとんど失

われるであろう。すなわち、実践的カリキュラムは、大学の教員と学生が社

会的な需要との関係で実践的に具体化していくのが基本であることを、ここ

にあらためて確認したい。その意味で、実践的カリキュラムを制度的に必修

化することは慎重でありたいものである」。

この点、今般の中教審答申 (20152121)の 答申において、「学校イン

ターンシップ」が、当初案の 5単位必修でなく、選択履修として位置づ

けられたこと、すなわち、新設のカテゴリー 「教育実践に関する科目」

欄の「教育実習」5単位中に「学校インターンシップ (学校体験活動)

を 2単位まで含むことができる」として位置づけられたことは、妥当な
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対応措置であつたと評価 したい。そして、今後は都道府県単位で設置す

る「教員育成協議会」における重要な協議事項例としても挙げられてお

り、「学校支援ボランティア」の活動と組織のあり方は、連携・協働の新

たな段階に入つて行 くと思 う。



第 2章 教員養成系大学・学部調査からみる「学校

支援ボランティア」

2-1 「学校支援ボランティア」の運営・実施状況

2-1‐ 1 調査概要

学校支援ボランティアについては多くの先行研究が蓄積 され、その成

果や課題が示 されてきた。ただしこれまでの研究では、大学や地域 (行

政も含む)の実情が異なるため、各大学・各地区独 自の実践を考察 した

ものが中心となつている。教員養成政策によつて学校支援ボランティア

が拡大 しつつあるからこそ、全国的な動向をつかむような俯腋的 。実証

的な研究が求められている。

そこで本研究では、教員を目指す学生が活動する学校支援ボランティ

アの全国的な動向を把握するための質問紙調査を実施 した。調査の手順

として、まずは本研究グループのメンバーらの所属機関が加盟する「国

立大学教育実践研究関連センター協議会」のメー リングリス トで本研究

の調査依頼を行い、その上で 2012年 10月 中旬から 12月 中旬にかけて

郵送調査および Web調査を行つた。調査対象 としたのは、全国 64校の

国公立大学教育学部 (お よびそれに類する学部)であり、各大学で実施

されている学校支援ボランティアに知見を持つ教職員に回答を求めた。

その結果、43校から回答が得られ (回収率 672%)、 このうち本研究で

は、小学校教員を養成 している 40校を教員養成系大学・学部として分

析対象 とする①。

さらに調査内容について、作成 した質問紙は大別 して次の 3部から構

成されている。第一は学校支援ボランティアの実施状況に関する調査 (設

問数 21問 )、 第二は学校支援ボランティアでの Web活用状況に関する



調査 (設問数 9問 )、 第二は文部科学省の事業および教育実習に関わる

科 日の実施状況に関する調査 (設問数 2問)である。このうち本研究で

は、第一の学校支援ボランティアの実施状況 と、第二の学校支援ボラン

ティアでの Web活用状況について、それぞれ分析を行 うこととする。

なお、本研究では国公立の教員養成系大学・学部を分析対象としてい

るため、調査地域の偏 りはないものの、サンプル数の少なさから分析結

果の解釈には留意する必要がある。 とはいえ、学校支援ボランティアに

焦点を当てた俯腋的・実証的な研究はまだまだ僅少であり、本研究の意

義は、この活動の全国的な動向を把握 し、教員養成段階における学校支

援ボランティアの意義と課題を明らかにするとい う点にある。

2-1-2 全国の学校支援ボランティアの実施状況

(1)活動のきっかけや開始時期

以下では、前述 した 40校のうち、現在、学校支援ボランティアを実

施 している 39校を分析する。

表 211から活動のきつかけをみると、「教育委員会との連携Jが最も多

く70%を超えている。双方のニーズがマッチしただけでなく、活動を進

めるためには連携が必要であつたからであろう。また「前身の事業・活

動の継続Jや 「学内のプロジェク ト」も20%を超えている。学校支援ボ

ランティアがはじまる以前から、学生を現場に派遣 していたり、現場と

の連携があった りしたことがわかる。
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表 2‐ 1‐1 活動のきつかけ (複数回答可)(%)

教育委員会との連携 ア18

前身の事業・活動の継続 231

学内のプロジェク ト 205

その他 154

教育委員会以外の外部機関との連携 77

{N=39)

表 2‐ 1‐2 活動の開始時期 (校 )

1998年度 (平成 10年度) 2 2006年 度 (平成 18年度 ) 2

1999年度 (平成 11年度) 0 2007年度 (平成 19年度) 2

2000年度 (平成 12年度) 2 2008年度 (平成 20年度) 4

2001年度 (平成 13年度 ) 1 2009年度 (平成 21年度) 1

2002年度 (平成 14年度) 2 2010年度 (平成 22年度) 2

2003年度 (平成 15年度) 5 2011年度 (平成 23年度) 1

2004年度 (平成 16年度) 6 2012年度 (平成 24年度) 2

2005年度 (平成 17年度) 7 (N=39)

次に表 2‐ 1‐2か ら開始時期をみると、最も早く活動が始まった年は、

1998年の 2校である。前年 1997年には「フレン ドシップ事業」が始ま

つてお り、その影響が考えられるだろう。その後は毎年数校ずつ増えて

いるが、2003年からの 3年間で 18校の大学で活動が始まっている。2003

年もまた、「放課後学習チューター」が始まつてお り、その影響 といえる

だろう。つま り、何 らかの公的事業が直接・問接に、学生を現場に派遣

するきっかけを作ったとみることができる。



(2)活動の運営・管理組織

表 2‐ 1‐3から活動の運営・管理組織をみると、大学の諸組織や市町村の

教育委員会が、運営・管理に多くかかわっていることがわかる。ただし

これらは複数回答のため、運営・管理組織の形態を質問紙の結果から詳

細に検討すると、「教員養成系学部学科本体」、「教員養成系学部学科所管

のセンター等」、「全学所管のセンター等」が、単独または複数で運営・

管理している大学が、全 39校中86校であつた。また、教育委員会につ

いては、「市町村委員会Jが「都道府県教育員会」を上回つていた。この

理由として、第一に、学生を派遣する地域が大学近辺の市町村であるこ

とが多いこと、第二に、後述に示す通り、活動の対象学校種は小 。中学

校が多いため、小 。中学校を直接管轄する市町村教育委員会が管理・運

営に関与していることなどが挙げられる。

表 2‐ 1‐3 運営・管理する組織 (複数回答可)(%)
教育養成系学部学科本体 436

市町村教育委員会 436

教育養成系学部学科所管のセンター 333

全学所管のセンター 282

都道府県教育委員会 154

その他 77

学生 51
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(3)活動の対象学校種

表 2‐ 1‐4から活動の対象学校種をみると、複数回答ではあるが、「公・

私立の小学校」と「公 。私立の中学校」が 80%を超え、幼稚園、高等学

校、特別支援学校が 40～ 55%前後であった。このことから、学校支援ボ

ランティアのニーズ広がりと対象学校種の多様性がわかる。 さらに本調

査では、最も頻繁に派遣される学校種を尋ねたところ、「公 。私立の小学

校」と回答 した大学が 39校中 33校 (846%)で あった。近年の学校支

援ボランティアの中心的なフィール ドはイヽ学校 といえそ うではあるが、

一方で、本調査が小学校教員養成を含む教員養成系大学・学部に調査を

行つたことや、「人手不足」が小学校でより深刻であることも影響 してい

るのかもしれない。

なお本調査では、学校支援のボランティア活動に対して、学生の参加

条件を設けているかどうかを尋ねている。参加条件を設けている大学は

39校中20校 となっており、ほぼ半数であった。

表 2‐ 1・4 活動の対象学校種 (複数回答可)(%)
公・私立の小学校 923

公 .私立の中学校 846

公・私立の幼稚園 564

公・私立の高等学校 436

公・私立の特別支援学校 436

附属学校 (幼・小・中・高・特支等) 385

その他 282

{N=39)



141 学生の活動期間

表 2‐ 1‐5から学生の活動期間をみると、ボランティアの活動期間の多

様性 とともに柔軟性もみえてくる。「半年から一年程度、ほぼ定期的に活

動を行っている」が 744%であり、「学校の要請に応 じて数 日間集中的

に活動を行っている」と「一か月から半年程度、ほぼ定期的に活動を行

つている」が約 50%と なっている。さらに本調査では、最も頻繁に参カロ

する活動期間を尋ねたところ、「半年から一年程度、ほぼ定期的に活動を

行っている」が 25校 (658%)であった。学生が現場に半年以上、継

続的に活動に取 り組んでいる事例が多いことがわかる。学校現場にとつ

ては、継続的・定期的な学生の参加によつて、より日常的な教育活動に

学生を活用することができる。また大学側も、教育実習等 とは異なる、

長期にわたる学校現場体験とい う意義を見出しているのかもしれない。

表 2‐ 1‐5 学生の活動期間 (複数回答可)(%)
半年から一年程度、ほぼ定期的に活動を行つている 744

か月から半年程度、ほぼ定期的に活動を行つている 538

学校の要請に応 じて数日間集中的に活動を行つている 513

その他 128

(51 学生の活動内容

表 21‐ 6から学生の活動内容をみてみると、授業時や放課後など、日々

の学校生活の様々な場面でボランティアが行われていることがわかる。

なお表では、「授業時の学習支援活動Jが最も多くなっているが、さらに

本調査では、最も頻繁に参加する活動形態も尋ねている。その結果、回

答 した 29校の うち 13校 (448%)が 「様々な学級を対象 とした学習支
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援」、11校 (379%)が 「特定の学級で様々な子どもを対象とした学習

支援」となっている。このことから学生は、特定の子どもと関わつてい

るというよりも、様々な子どもと関わつて活動していることがわかる。

さらに表 2‐ 1‐6では、放課後や正規な授業以外の活動も70%を超えてい

ることから、学生にとっては多様な経験ができるという利点も推察でき

るが、一方で、学校や学級のその場の状況に応じて、雑多な活動を行つ

ているという実態も浮き彫 りとなる。

表 2‐ 1‐6 学生の活動内容 (複数回答可)(%)
授業時の学習支援活動 795

放課後の学習支援活動 744

授業時以外の活動、部活動補助等、日常的な学校支援活動 744

遠足や少年自然の家や運動会など、行事への支援活動 641

長期休業期間中の子どもへの支援活動 385

その他 103

{N=39)

(61 活動の単位認定

表 2‐ 1‐ 7から活動の単位認定状況をみると、ボランティア活動に対す

る大学の単位認定は、回答 した 39校の うち 23校 (59%)で行われてい

る。また、自由記述の回答では、期間や活動時間の要件、記録や レポー

トの提出課題、それ らを審査 して単位を認定する方法などが言及されて

いる。単位認定自体は、学校支援ボランティアの初期の時期からあった

わけではないことから、どのような時期に、どのような経緯で単位認定

が行われてきたのかを解明する必要があるだろう。



表 2・ 1‐7 単位認定 (%)

単位認定を行つている 590

単位認定を行つていない 410

(71 事後指導や振 り返 り会

表 2‐ 1‐8から事後指導や振 り返 り会の実施状況をみると、回答 した 39

校の うち 30校 (76.9%)で事後に何 らかの指導等が行われている。ま

た表 2‐ 1‐9か らその形態をみると、50%以上の大学では実施場所が大学

で学生には参加義務を課 していることがわかる。さらに表 2‐ 1・ 10か ら運

営状況をみると、70%以上の大学では事後の指導等を専任教員が行つて

お り、少数ではあるが新たに教員や事務職員を雇つた大学もみられる。

ボランティアの広が りや多様性、単位化 との関係からも事後指導や振 り

返 りの会の重要性が高まっていることがわかる。

表 2‐ 1‐8 事後指導や振 り返 り会の実施 (%)

事後指導や振り返り会を行つている 769

事後指導や振り返り会を行つていない 231



表 2‐ 1・9 事後指導や振り返り会の形態 (複数回答可)(%)
実施場所は大学で、学生は参加義務 548

実施場所は大学で、学生は任意参加 333

実施場所は活動校で、学生は任意参加 100

その他 100

実施場所は活動校で、学生は参加義務 67

{N=30〕

表 2‐ 1‐10活動の運営 (複数回答可)(%)
専任教員が行つている ア18

専任の事務職員が行つている 359

特任等で新たに教員を雇つた 231

非常勤等で新たに事務職員を雇つた 128

その他 128

{N=39)

2‐1‐3 学校支援ボランティアにおけるWeb活用の状況

Webを使つた活動の支援システムは、大分大学の「まなびんぐサポー

ト」事業における実践事例が報告されているが (森下ほか 201la、 201lb

など)、 Web活用の実態を明らかにする研究は少なく、全国的な動向も

わかつていない。ここでは本調査からWeb活用の実態と課題をみていく

ことにしたい。

表 2‐ 1‐11か ら活動におけるWeb活用の有無をみると、各大学の学部

および教育実践センター等において Webを活用している割合は、関係機

関が所有するWebも含めると579%で あり、半数以上が Webを活用し
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ている。また、表 2‐ 1‐12か らその管理主体をみると、教員養成系学部学

科が所管するセンター等が 34.8%、 次いで全学が所管するセンター等が

261%と なっており、各センター等が大きな役割を果たしていることが

わかる。

表 2‐ 1‐11活動におけるWeb活用の有無 (%)

本学が所有するWEBを活用 500

活用していない 421

関係機関が所有する WEBを活用 79

表 2‐ 1‐12 Webの 管理主体 (%)

教員養成系学部学科所管のセンター 348

全学所管のセンター 261

教員養成系学部学科全体 ]74

都道府県教育委員会 43

市町村教育委員会 43

さらに表 2・ 1‐ 13か ら、利用するWebが どのような機能を有している

のかを確認する%広 報・募集機能、登録機能がともに 708%、 次いで

連絡機能が 58.3%、 ふりかえり機能が 417%と なっており、主に大学生

を対象に、Webを用いて広報し、募集をかけ、web上で登録した上で活

動を行 うケースが多いことがわかる。しかし、大学生とのコミュニケー

ション機能は 292%、 活動記録のアーカイブ機能は 333%と やや少な
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く、森下ほか (201la、 201lb)の 大分大学の「まなびんぐサポー ト」事

業において挙げられた 「大学生と教員 とのコミュニケーションの支援」

や 「参加学生の活動記録の管理 と教員による省察指導」が行われている

のは、全国でも少ない事例であることがわかる。

一方、表 2‐ 1‐14か らWeb活用の課題をみると、管理者の継続的維持

が 27.3%、 アクセス数の少なさ、セキュリティ・プライバシーの保護、

機能 (コ ンテンツ)の不足がそれぞれ 136%で あつた。本調査では、

Web更新 の頻度 について も尋ねてお り、更新回数が一か月 に数回

(364%)や、1年に数回 (318%)と い う回答が多いことからも131、 継

続的に Webを管理 し、更新 していく体制をどのように構築するかが、今

後の課題になると考えられる141。

表 2・ 1・ 13 Webが 有する機能 (複数回答可)(%)
学校現場体験活動を広く知らせるための広報 募集機能 708

参加を希望する学生のための登録機能 708

参加した学生への連絡機能 583

参加した学生のためのら、りかえり機能 417

過去の学校現場体験活動の資料を保存するアーカイブ機能 333

学生同士または学生と教員のコミュニケーション機能 292

学校現場体験活動に協力する学校や教育委員会が要望等を登録する機能 250

参加を希望する学生と学校現場体験活動に協力する学校とのマッチング機能 208

その他 125

{N=24)



表 2‐ 1‐14 Web活用の課題 (%)

管理者の継続的維持 273

その他 273

アクセス数の少なさ 136

セキュリテイ・プライバシーの保護 136

機能 (コ ンテンツ)の不足 136

サーバー費等の継続的維持 45

2-14 考察

1990年代末から徐々に始まつた学校支援ボランティアは、2000年代

半ばにかけて急増し、今日ではほぼすべての教員養成系大学・学部に広

がっていた。その多くは教育委員会ではなく、教員養成系大学・学部あ

るいはその所管するセンター等によつて運営・管理されていた。ボラン

ティア先として頻度の点で群を抜いていたのが公・私立の小学校であり、

活動期間は多様であつたが半年以上の定期的な参加が最多であつた。ま

た活動内容は、授業時の学習支援ばかりでなく、行事や放課後の学習そ

の他の支援全般に及んでいた。このように活動の体制や内容などは、各

大学・各地域ならではの多様性を受容している。その中でも特徴を見出

すとするならば、小学校を中心とした継続的・定期的な活動が展開され

ているといえよう。ボランティアヘの参加条件の有無、単位認定の有無

は、ともにほぼ相半ばしていた。多くの大学・学部で、専任教員らによ

る事後指導や振り返り会が行われ、広報・募集・登録、連絡、振り返り

などを中心に Webを活用する大学・学部も半数を超えていた。しかし

Web活用に関してはまた、管理者の継続的維持などの課題も見出された。
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以上のように把握された全国的な動向は、教員養成段階における学校

支援ボランティアの意義が広く認識され、その多様な可能性が広範に追

求されてきているという事実を告げるものであるといえよう。特に、同

じく学校現場を体験する活動でも、教科指導に重点を置く「教育実習」

と比較すれば、学校支援ボランティアは教員の日常的な仕事内容を継続

的・定期的に体験する仕組みとなっており、それを支える大学側の多様

なシステムも着々と構築されつつある。こうした動向は、学校支援ボラ

ンティアが大学の自律性を発揮させた教員養成の「高度化」や「質保証J

の一翼を担う期待のあらわれであるともいえるだろう。



2-2 「学校支援ボランティア」をめぐる課題

2-2-1 課題の整理

学校支援ボランティアには、学校現場や大学 (教員養成)のニーズ、

行政や教育委員会の思惑などが混在 してお り、多様なニーズゅえの課題

も想定される。ここでは先行研究の議論をもとに学校支援ボランティア

をめぐる三つの課題を提示 し、その観点から前項の質問紙調査の結果を

引き続き分析する (調査概要は前節 2‐ 1‐ 1を参照)。

第一の課題は、活動に対する学生の意欲や熱意である。原・芦原 (2005b)

や武田・村瀬 (2009)によれば、ボランティア活動が大学で単位化 され

るなどに伴い、学生自身の活動に対する自発的な動機づけをい力ヽ こ担保

するかとい うことが課題になつていることを指摘 している。中央教育審

議会答申等でも学校支援ボランティアの重要性が示され、学校現場を体

験させるボランティア活動を実施する大学が広がる中、活動に対する学

生の意欲や熱意があらためて問われている。そこで以下の分析では、「学

生の活動に対する意欲や熱意の低下Jと い う課題を大学側がどのように

感 じているのかを明らかにする。

第二の課題は、学生が活動に参加すること自体を目的化 しているとい

うことである。佐々木編著 (2003)や原・芦原 (2005b)の実証的な分

析によれば、学生がボランティアを行 うきつかけには、「誰かのため」と

い う利他的な要素のほかに、「自分のため」とい う利己的な要素が含まれ

るとしている。特に教職を志望する学生にとっては、子 どもに接する経

験がしたいとい う希望とともに、「採用に有利に働 くかもしれない」とい

う思いがボランティアに参加する動機の一つとなっていると指摘されて

いる (高野 2005)。 そこで以下の分析では、「学生が活動に参加するこ
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とで教員採用試験そのものに有利に働 くと考えるなど、活動に参加する

こと自体の目的化」 とい う課題を大学側がどのように感 じているのかを

明らかにする。

第二の課題は、学生の派遣先 となる学校側のニーズである。そもそも

学校教育の領域では、例えば特別支援教育において若い労働力を必要と

するニーズから、学生が学校現場へ派遣 されるとい う経緯がある (武 田・

村瀬 2009)。 とりわけ近年では、特別な支援を必要 とする子 どもへの対

応のみならず、学校業務の肥大化に伴 う教員の多忙化 (油布編著 2007)

も深刻 となってお り、学校では教育活動を支える労働力を必要 としてい

る。学校現場を体験するボランティア活動の現状は、実践的指導力の育

成 とい う大学・学生側のニーズと、若い労働力とい う学校側のニーズが

同時に存在 している。そこで以下の分析では、「学生を一部労働力の側面

から期待するなど、活動の趣旨とは違つた学校側のニーズ」とい う課題

を大学側がどのように感 じているのかを明らかにする。

2‐2‐2 調査結果の分析

前述の通り、ここでは①「学生の活動に対する意欲や熱意の低下」(以

下、「学生の意欲や熱意の低下」)、 ②「学生が活動に参加することで教員

採用試験そのものに有利に働くと考えるなど、活動に参加すること自体

の目的化」 (以下、「参加すること自体の目的化J)、 ③「学生を一部労働

力の側面から期待するなど、活動の趣旨とは違つた学校側のニーズ」(以

下、「趣旨とは違つた学校側のニーズ」)と いう三つの課題について、大

学側がどのように感じているのかを明らかにする。



表 2‐ 2‐1 学校支援ボランティアをめぐる課題

課題と感じている 課題と感じていない N

学生の意欲や熱意の低下 359 641 39

参加すること自体の目的化 21 1 789 38

趣旨とは違つた学校側のニーズ 526 474 38

注 1)「課題と感じている」は、「課題と感 じているJと 「やや感じている」を合計した割

合 (%)

注 2)「課題と感じていない」は、「あまり課題と感じていない」と「まつたく感 じていな

いJを合計した割合 (%)

表 2‐2‐ 1は、三つの課題について、「課題 と感 じている」 (「課題 と感 じ

ている」または 「やや課題 と感 じているJ)と 回答 した大学と、「課題 と

感 じていない」 (「 あまり課題 と感 じていない」または「まつたく課題 と

感 じていない」)と 回答 した大学の書」合を示 している。これをみると、「学

生の意欲や熱意の低下」では約 36%の大学が、「参加すること自体の目

的化」では約 21%の大学が、「趣旨とは違つた学校側のニーズ」では約

53%の大学が、それぞれ課題であると感 じていることがわかる。特に現

状では、「趣旨とは違つた学校側のニーズ」が比較的重要な課題であると、

大学側が認識 していることが明らかとなった(め。

次に、各大学が実施する活動形態 (体制、期間、内容など)の違いが、

こうした課題への意識に与える影響について検討 しよう。まず表 2‐ 2‐ 2

は、「学生の意欲や熱意の低下」を各大学が実施する活動形態別に分析 し

たものである。課題意識に有意な影響を与えている項 目は、運営・管理

組織の「教員養成系学部学科が所管するセンター等」と、「参加条件 (設

けている)Jである。



表 2‐ 2‐2 活動形態による「意欲や熱意のい ヽの意識

濃容
"字

鮨最倒苺下

護 と

感じている

N=14

浮鶴壇と

感じていない

N■る

合計

N=37

活
動
の
き
っ
か
け

学内のプロジエクト 21′ 217 216

教育委員会との連携 71` る,る Ю 3

教育委員会以外の夕脚機関との連携 00 130

前勲か鶏薫 活動の航 143 ∞ 4 243

醤

，

量

緞

纂等養中 悧 本 500

“

3 Ю 5
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割脚市県教育委員会 21И 1311 16´
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援学校 お 6 565 459

側守雌 ∞ 4 0́5

通
副
簡

鯰 口なして数日間集中的に活動を行つている ∞ 0 541

―力明から十年程度、Iヨめじ昴勺に活動を〒つている ∞ O ω 9 668

半年から一年割責、ほぼ定期的に活動を行つている 92'

“

2 757

活

動

囚

谷

―

857 780

1- アiИ 783 757

朝や昼休みなど授業時以外の活動はど

“

β /86 る 0

趣 り 年自お

"訳
埴動蔭など る 9 6ス6

長脚沐業期間中の子どもへの支機舌動 26 473 Ю 6

単位認定 (行つている)
る43 565 595

事後指導や振り返り会 lつている)

“

3 826 75ア

Webを濶調している体学+関係朧調) 5ア 1 566 5る3

注 1
料はっく001、 *は p〈005、 十はpくo10L旅■の動 。



この結果は、教員養成系学部学科が所管するセンター等が運営・管理

していること、活動への参加条件を設けていることが、そ うでない場合

と比較 して 「学生の意欲や熱意の低下」とい う課題を感 じていないと解

釈することができよう。特に、活動への参加条件を設けるなどの大学側

の関与によつて、学生の意欲や熱意の維持につながる可能性がある⑥。

次に表 223は、「参加すること自体の目的化Jを各大学が実施する活

動形態別に分析 したものである。課題意識に有意な影響を与えている項

目は、運営・管理組織の「市町村教育委員会」である。 この結果は、市

町村教育委員会が運営・管理する場合、そ うでない場合 と比較 して「参

加することの目的化」 とい う課題 を感 じていると解釈することができよ

う。すなわちこれは、学生が採用試験を念頭に置き、行政側が運営・管

理する活動に参加 しているとい う一側面をあらわしているのではないだ

ろうか0。

最後に表 2‐ 2‐4は、「趣旨とは違った学校側のニーズJを各大学が実施

する活動形態別に分析 したものである。課題意識に有意な影響を与えて

いる項 目は、活動のきっかけの 「前身の事業・活動の継続J、 対象学校種

の「公・私立の小学校」「附属学校」、活動期間の 「半年から一年程度、

ほぼ定期的に活動を行つている」、活動内容の 「授業時の学習支援活動 J

である。 この結果は、前身の事業・活動の継続によって本活動が始まっ

ていること、対象学校種が公 。私立の小学校および附属学校であること、

活動期間が半年から一年程度であること、活動内容が授業時の学習支援

活動であることが、そ うでない場合 と比較 して 「趣旨とは違った学校側

のニーズJと い う課題を感 じていると解釈することができよう。



表 2‐23 活動形態による 「参加すること自体の目的化」の意識
参加すること自体の目的化

課題と

感じている
N=8

課題と

感じていない

N=29 翻
時

活
動
の
き

っ
か
け

学内のプロジェクト 24]

教育委員会との連携 875 655 703

教育委員会以外の外部機関との連携

前身の事業・活動の継続 250 241

運
営
　
管
理
組
織

教育養成系学部学科本体 375 414 405

教育養成系学部学r4が所管するセンター等 375 310

全学が所管するセンター等 310 270

都道府県教育委員会 250 162

学生 54

対
象
学
校
種

公・私立の幼雅閲 652 568

公 率立の小学校 897

公 私ヽ立の中学校 ]OO O 793

公 私立の高等学校 414 432

公 私立の特月1支援学校 375 483

附属学校 500 379

参加条件 (設けている) 517 お 6

活
動
期
間

学校の要請に応じて数日間集中的に活動を行つている 375

―か月から半年程度、ほ13‐定期的に活動を行つている 586

半年から一年程度、|まば定期的に活動を行つている 1000 690 757

活
動
内
容

授業時の学習支援活動 1000 75, 811

放課後の学習支援活動 ア5, 757

朝や昼休みなど授業時以外の活動など 750 730

遠足や少年自然の家や運動会など 625 690 676

長期休業期間中の子どもへの支援活動 125 405

単位認定 (行つている〉 750 552 595

事後指導や振り返り会 く行つている) 875 724 757

Wobを活用している (本学+関係機関) る25 5`8

)

注2)燿は pく001、 "は pく005、 +は pく01(Fisherの 直接法)。



表 2‐ 2‐4 活動形態による 「趣旨とは違った学校側のニーズJの意識

趣旨とは違った学校側のユーズ

課題と

感じている

N=20

課題と

感じていない

N=1フ

合計

N=37

活
動
の
き
っ
か
け

学内のプロジェクト 200 2]る

教育委員会との連携 800

教育委員会以外の外部機関との連携 口 8 81

運
営

，
管
理
組
織

教育養成系学部学科本体 47i

教育養成系学部学科が所管するセンター等 300

“

3

全学が所管するセンター等 250 2ア 0

都道府県教育委員会 200 118 162

市町構教育委員会 500

学生 59

対
象
学
校
種

公 私立の幼稚園

公 私立の中学校 ア65

公 私立の高等学校 353 432

公 私ヽ立の特月1支援学校 450 45'

参加条件 (設けている)

活
動
期
間

学校の要請に応して数日間集中的に活動を行つている お 0 541

―か月から半年程度、ほぼ定期的に活動を行つている 700

活
動
内
容

放課後の学習支援活動 757

朝や昼休みなど授業時以外の活動など ア50

遠足や少年自然の家や運動会など ア65 676

長期休業期間中の子どもへの支援活動 412

単位認定 (行 つている) 595

事後指導や振り返り会 (行つている) 800 70` 757

Webを活用している(本学+関係機関)

注 1)

注 2)★贅は pく001、 ★は pく005、 十はpく01(FIsherの 直接法)。



すなわちこの課題は、活動の対象学校種、活動期間、活動内容 とい う、

活動の中身にとりわけ影響を受けるものといえる。特に、活動期間が長

期間にわたることや、活動内容が授業時の学習支援であることなど、ル

ーティン的な活動になるほど、学校側が学生を一部労働力として期待す

るとい う課題が顕在化する可能性がある。

2-2-3  り曽署壽

前述のように、学校支援ボランティアは、その多様な可能性が広範に

追求されてきている反面、部分的に交わ りながらも互いに独立 しそ うな

ニーズゆえの矛盾や課題が想定される。ここではボランティアに潜む課

題を探るべく、「学生の意欲や熱意の低下J、
「参加すること自体の目的化 J、

「趣旨とは違った学校側のニーズ」 とい う観点から、質問紙調査の結果

を検討 した。

その結果、まず 「学生の意欲や熱意の低下」については、3～4害」の大

学・学部が課題 と感 じてお り、それに対 して、ボランティアヘの参加条

件を設けること等が学生の意欲や熱意の維持につながる可能性があるこ

とが判明した。大学側は単に学生を学校現場に派遣 (ま る投げ)すれば

済むのでなく、活動の効果をより高めるための事前、事中、事後の積極

的な関与が必要 となる。もちろんこうした積極的な関与のためには、大

学の人的・物的資源を活用 した責任ある運営・管理組織が求められ、そ

の意味でも特に、分析結果にみ られたように、「教員養成系学部学科が所

管するセンター等」の果たす役割を再確認すべきであろう。

次に「参カロすること自体の目的化」については、2割強の大学・学部が

課題 と回答 してお り、想定した二つの課題のうちでは最少であつた。こ

の結果を積極的に解釈すれば、活動 自体の良さを知っている大学教員に

よつて支えられているのであり、単純な合理性に与 しない学生の内発的



動機に火をつけているとみることができよう。 しかしながら、ここに課

題がないわけではない。注(5)で例示 した通 り、「課題 と認識する/しない」

とい う認識枠組みが介在 している。例えば教員採用試験対策雑誌などの

「採用試験に有利だからボランティアに行こう」といった言説をなぞる

かのように動機を形成 し、行動を選択する学生を前に、 日ごろ就職率等

の「出口管理」にあおられがちな大学教員は、どこまで問題意識を持て

るだろうか。あるいは、動機は様々でも、その後の有意味化への転換に、

どこまで自らの関与責任を意識 し、実際に関与できるだろうか。いずれ

にしても、ボランティアの動機や 目的、意味づけ等をめぐって、より問

われているのは大学教員の方だ、とす らいえるかもしれない。

さらに「趣旨とは違つた学校側のニーズ」については、半数余 りの大

学・学部が比較的重要な課題であると認識 していた。特に、活動期間が

長期間にわたったり、活動内容が授業時の学習支援であった りするなど、

ルーティン的な活動になればなるほど、学校側が学生を一部労働力 とし

て期待するとい う問題・課題が顕在化する傾向を指摘できそ うである。

前述の通 り、近年では特別な支援を必要とする子 どもへの対応や、学校

業務の肥大化に伴 う教員の多忙化などによって、学校では教育活動を支

える労働力を必要 としている。学校の人的資源不足とい う問題から、学

生にルーティン的な活動を担わせてしまうことにより、学校支援ボラン

ティアで実践的指導力を育成 しようとする大学側の趣旨との間で灘嬬を

きたしている可能性が、あらためて浮き彫 りとなった。

しかしまた、違つた見方もできなくはない。例えば、大学側のいわば

「教員養成ニーズ」が相当の優先度で重視 される教育実習等の場に対比

して、ますます拡大・膨張する学校支援ボランティアは、学校側のいわ

ば「教育活動・業務ニーズ」が相対的に重視 される場であり、「支援」や

「ボランティアJ元来の語意に近い意味で、学生の 「労働力」提供 とい
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う契機を含有しているのだ、と。一方で、人的資源不足の一部を学生ボ

ランティアで補 うことには問題も指摘でき、大学は目的的・意図的な教

員養成の責任主体として、「教員養成ニーズ」と離れかねない学生の労働

力化を課題視する発想を持ち続けるべきと考える。しかし他方で、大学

側の「教員養成ニーズ」とは相対的に独立するといえそうな学校側の「教

育活動・業務ニーズ」に、自ら身を置く設定のなかで、学生自身が自分

なりに模索し貢献する、といつた契機を重視する発想も示唆されてくる

ように思われる。そして、もしかすると、上のような二つの発想を対立

的にばかりでなく、補い合わせて活かすような可能性が探られ得るかも

しれない。このような点でもまた、大学教員自身の学校支援ボランティ

ア認識を掘り下げ、さらに深めていくことが求められているといえるの

ではないだろうか。

[注 ]

(1)教員養成系大学・学部の場合、一般的には教員免許の取得を卒業要件

として義務づけている大学・学部が多いが、本研究ではサンプル数をよ

り多く確保するため、卒業要件 とはしていない大学・学部も含むことと

する。

(2)「参加を希望する学生のための事前学習機能」は回答数が 0(0%)
であつたため、表 2‐ 1‐13か らは削除した。

(3)そ の他、ほぼ毎 日 (182%)、 1週間に 1回 (136%)であつた。

(41 Webを 利用 していない学校に対 して「Webを活用 しない理由」を聞

いたところ、管理者の不在 (313%)が最 も多く挙げられていることか

らも更新 していく体制をどのように構築するかが課題であることがわか

る。



(5)こ こで注意 しなければならないのは、こうした結果には、大学側が「解

決すべき課題である」と認識 しているか否かとい うことが、大きく影響

しているとい うことである。例えば、「参カロすること自体の目的化」では、

学生が活動に参カロすることで就職につながると考えるならば、大学にと

っては 「解決すべき課題ではない」と捉えている可能性もある。

(6)大学側の関与の重要性については、有意な差は生 じていないものの、

「事後指導や振 り返 り会を行つている」ほうが、「学生の意欲や熱意の低

下」とい う課題を感 じていないことからも示唆される。

(つ もちろん教員を採用する主体は、政令指定都市を除き、都道府県教育

委員会であり、有意な差は生 じていないものの、運営・管理組織が 「都

道府県教育委員会」であるほうが、「参加することの目的化」とい う課題

を感 じている。総 じて、行政側が運営・管理する活動に参加する場合に

は顕在化 しやすい課題なのかもしれない。



【コラム】

「訪問活動」と「振り返り会」の実際

前章のコラムでは、教育実践学専修の 「学校教育実践 I～Ⅳ」と「学

校教育実践研究 I～Ⅳ」が導入された経緯とねらいについて説明した。

これらは活動校での実践体験の部分を「訪問活動」、大学での省察の部分

を「振り返り会」と呼んでいる。以下は、「訪問活動」と「振り返り会」

の具体的な取り組みについて紹介しよう。

まず「訪問活動」は、2015年度時′点で、静岡大学近辺の二つの公立小

学校をフィール ドとして、39名 (1年生 12名 、2年生 12名 、3年生 9

名、4年生 6名 )の学生が活動を行つている。導入時の 2001年度は一つ

の小学校での活動であつたが、選択履修とされている 2年生以降の参加

希望者が増加したことによって、2009年度よりもう一つ小学校を増やし

た。学生は後期の木曜日午後を中心として、活動校の主に特定の学年に

配属され、児童の観察や学習支援、学校行事の補助、先生方との交流と

いつた活動を行つている。学校への訪問は毎年 10月 から 12月 まで 10

回程度実施し、希望する学生は翌年 1月 から3月 まで活動を延長してい

る。また、2年生以降も活動する学生は、1年生で配属された学校に引き

続き入ることも可能である。

学生の活動の様子を参観すると、1年生のうちは教室の後ろから (やや

遠巻きに)授業を観察したり、担当の先生に指示を受けて授業補助を行

つているが、2年生以上になると自ら子どもたちの支援をしたり、先生か

ら率先して仕事をもらうなど、積極的に関わろうとする姿勢がみられる

ようになる。これは、数年間同じ学校で継続して活動することで、子ど

もたちや先生方との関係が構築され、自らの学校、学年、学級の一員、



そして教員 としての意識が芽生えるのだろう。上級生となって、自分が

どのように立ち居振る舞いをすべきかとい うことは、前章のコラムで指

摘 された学校の 「社会的需要J、 そして自らの「教員 としての学び」とい

つた要素によつて (時にはこの二つが矛盾・葛藤することもあるが)、 学

生が臨機応変に主体的な判断をしている。長期にわたる継続的な活動で

得 られるこうした成果は、教育実習とはまた異なるものであろう。

次に「振 り返 り会Jは、基本的には 「訪問活動」を行つているすべて

の学生が参加するよう推奨 してお り、2015年度時点では毎週木曜 日に

「訪問活動Jを終えた学生が活動校から大学へ戻 り、17時ごろから実施

している。 この 「振 り返 り会」は、教育実践学専修 1年生から4年生ま

でのおよそ 30名 が集まり、主にその週に行つた「訪問活動」の内容を報

告 し合 うものである。会の運営は 2年生が中心となり、話合いの小集団

の形態や報告・討議の方法などを毎回変えるなど、効果的な振 り返 りが

できるよう試行錯誤 している。教員があえて 「振 り返 り会Jを主導 しな

いのは、この会 自体が教員 として主体的に学び続ける資質能力を育むと

考えるからである。話合いでは、学生が各々に経験 した内容を共有 した

り、下級生が遭遇 した困難を上級生に相談 した りするだけではなく、共

通する課題を抽出してそれへの対応方法に知恵を出し合 うなどの様子も

み られる。 これは、単に経験や学年に依存することのない、協働 して課

題を解決 しようとする学びといえる。

教育実践学専修の「訪問活動Jと 「振 り返 り会Jは、実践 と省察の連

続が織 りなす教員 としての主体的な学びを目指 したものであり、これは

教職生活全般を貫く学びの根幹を意識 した試みである。
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第 3章 「学校支援ボランティア」の理論と実践

3-1 体験的な学びの理論

3-1-1 学校支援ボランティアが学生にもたらす効果

学校支援ボランティアは、学生が現実の学校現場を体験できる活動で

ある。将来、教員を志望 している学生にとつては、学校現場を体験でき

ることによつて、子 どもの実態や教員の職務に対する理解を深めること

ができるため、実際に教員 となつた際に生 じるリアリティ・ギャップに

苦 しむことを防いだ り、そのギャップ自体を小さくした りすることが可

能である。

本項では、この学校支援ボランティアによる学びの効果を考える。学

校支援ボランティアは、現実の教育現場を参観 し、直接子 どもと関わる

ことを通 して、子 ども理解を深めるなど様々な学びの機会に溢れている。

さらに、実際の教育現場に入ることによつて、その教育現場で遭過 した

出来事をきっかけに学びを深めることもできる。

例えば、教育支援に入つたクラスで、特別な支援を要する子 どもの対

応を行つた場合を考える。この子 どもの対応を通 して、一つのクラスの

中に様々な特徴を持つた子どもたちがいることを知る。そして、特別な

支援を要する子 どもは他の子どもたちと同じ教室の中で学習を行 うため、

時には教員一人だけでは個々の子 どもに合わせた教育を実施することが

難 しい状況に遭遇するかもしれない。そのような時に個々に合わせた対

応の必要性を感 じつつも、現実にはそ ううまくはいかないとい う理想 と

現実の壁を実感する。この体験によつて、現実の教育現場が抱えている

課題を知ることになる。

さらに、その特別な支援を必要とする子 どもへの対応を体験すること



になれば、それは新たな学びの機会へ とつながる。子 どもの対応に試行

錯誤することによつて、有効に働 く支援方法や うまくいかない関わり方

を知る。学生は教師としてではなく、大学で学びながら現実の教育現場

に関わることができるため、教育現場で体験 したことを大学に持ち帰 り、

自分で学びを深めることができる。そのため、本や専門家から見聞きし

た様々な方法を試 しつつ、対応の結果を振 り返ることによつて、有効に

働 く方法の特徴が次第に分かつてくるようになる。この流れを別の子 ど

もと関わる際にも、同じように行 うことによつて、子 どもの実態に合わ

せた関わ り方について自分なりの型が次第にみえてくるようになる。

このように、学校支援ボランティアでは教育現場で遭遇 した出来事を

もとに、学びを深めていくことができる。学校支援ボランティアを有効

に活用することによつて、学校現場における体験をもとにした学習に取

り組むことができる可能性がある。次の項では、学校支援ボランティア

が、体験に基づいた学習 として成立し得るか否かについて吟味する。

3-1-2 体験的な学習

体験に基づいた学習活動は、ジヨン・デューイの考えが参考になる。
´

デューイ (1938)は『経験と教育』の中で、「すべての本物の教育は、体

験 (expettnce)を通 して生まれる」と述べてお り、また同時に「すべ

ての体験が教育するわけではない」とも述べている(D。 この考えを踏まえ

ると、教育には体験が不可欠であることがわかる。教育には体験が必要

である以上、教育の結果生 じる学習もまた、体験が伴 うものとなる。 し

かしデューイは、すべての体験が教育するわけではないとも述べている。

そのため、体験がすべて学習 となるのではなく、体験を学習 として活用

するためにはある目的や意図が必要になることがわかる。

本論の主題である学校支援ボランティアは、教育活動 として取 り組ま
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れているため、そこには目的や意図がある。そのため、学校支援ボラン

ティアは体験に基づいた学習活動 となる。学校支援ボランティアを学習

活動 として実施する上で、コルブ (1984)の体験的学習理論が参考にな

る。コルブは 「体験を変換することで知識を作 り出す」 と述べ、デュー

イ、レヴィン (Lewin,K)、 ピアジェ (Piaget」)らの考えを参照し、「体

験的学習モデル (expe五ential learning model)」 を示 している。松尾

(2006)は この学習モデルが、教育、心理学、医学、看護、一般マネジ

メン ト、コンピューターサイエンス、会計、法律 といつた幅広い分野に

おいて、体験を通 した学習を説明する理論の中で影響力を持つているこ

とを指摘 している。

このコルブの学習モデルは、図 3‐ 1・ 1に示 されているように、大きく4

つの学習段階とその段階のサイクルによつて構成されている。この 4つ

の学習段階の内容について、学校支援ボランティアにおける体験内容を

関連 させながらみていく。私たちは、 日常生活を通 して様々な 「具体的

経験 (concrete experience)」 を直接的に行つてお り、そして意識の有無

に関係なく、体験 した時間の系列や体験内容について、共通要素をもと

にまとめたカテゴリーなどに従つて整理を行つている。学校支援ボラン

ティアに適用 して考えると「具体的経験」とは、活動先の教員や子ども

たちと関わることによつて体験 した内容について、その時間や状況をも

とに整理することである。その整理は、体験を対象化 して見みつめ直す

「反省的観察 (re■ ect市e Observatlon)」 とい う思考活動によつて行われ

る。これは、活動中および活動後にその体験 した事柄を振 り返 り、体験

した事柄やその時々の思いや考えを振 り返ることでもある。またこの中

には、学校支援ボランティアの活動記録の記入や大学内で行 う振 り返 り

会も含まれる。そして、その思考活動から導き出されたものが、私たち

が抱 く固有の物事の考え方や見方、物事に対する理論や信念などといつ



た「抽象的概念 (abstract conc∞ tua■ zaticln)」 となる。これは、例えば

活動先の教員や子どもたちと関わることを通 して理解 した、学校教育の

意味、子 どもの実態、教員の役割が挙げられる。 さらに、この中には学

生が目指す教員像、理想 とする教育観なども含まれる。一度そのような

抽象的概念ができあがり、保有されるようになると、今度はそれ らに依

拠 しながら新 しい状況下において自ら働きかける活動 として 「能動的実

験 (act市e expe五 mentation)Jを 行 う。それはこれまでの体験を通 して

学び得たことや 自身の子ども観や教員像に基づいて、実際に子 どもと関

わることである。この関わ りによつて、さらに新 しい 「具体的経験」ヘ

と進み、スパイラル的に循環 していくのである。

このコルブの学習モデルは、個人が自然に営む思考活動に即 して描か

れている。そのため、学校支援ボランティアにおいてサイクルが有/~mに

循環 していくためには、活動先の教員や大学教員がその学習サイクルの

途中で適切に関わることが必要である。例えば、学生のみで反省的観察

を行つても、教育現場の実態や教員の職務に対する理解が不十分である

ため、部分的もしくは誤つた理解に基づく抽象的概念を形成 してしま う。

そのため、体験による学習の質を高めるためには、活動先の教員や大学

教員が学生に反省的観察を適切に行わせるための援助を行 うことによっ

て、学生がこれまでの体験 と今まで人類が蓄積 してきた科学 。文化・芸

術などの諸成果 とを結びつけることができるようにする必要がある。

68



具体的経験

Concrete

昨
"enCe

籠動的実験

Active

Experirlentation

反省的観察

Reftective

Obsettation

+a*0!&a
Abstract

Conceptualization

Kolb(1980を もとに筆者が作成

図 3‐ 1‐1 コルプの体験的学習モデル

ただし、教員が学生に考え方を押 し付けるのではなく、学生自身で新

たな見方や考え方、理論や信念を獲得できるような働きかけが必要であ

る。 さらに、学習活動を個人の中で留まらせないためにも、振 り返 り会

を実施することによつて、学習を個人レベルから組織 レベルヘ と転換 さ

せ、一人ひとりが多様な時間と空間の中で形成 した個人体験・概念を他

人と共有 し、時には他人と練 り合 うことを通 して洗練させながら、理解

を深めていくと同時に、その人々が構成する組織における共有財産とし

て蓄積できるしかけも必要になる。

学校支援ボランティアにおいて、体験を振 り返る活動がある。体験を

振 り返る活動について、ショーン (1983)は何かを行 うとい う行為の後



に行為を振り返る「行為についての反省 (re■ecttn‐ on‐actlon)」 と、行

為の最中に行われる「行為の中での反省 (renectlon‐ In‐ actllon)」 の二つ

の概念を示している。前者は行為の後に知り得たことや学んだこと、行

為の後に抱いた感情などである。後者は、まさに行為の中で状況と対話

しながら次の行為のあり方を判断・意思決定していく営みである。

このような反省的な思考と行為を通して、私たちは自らの体験に基づ

いた固有の物事の考え方や見方、物事に対する理論や信念を生み出し、

次にはそれらを使つて新しい状況を解釈し、対処しようとする。そのた

め、このリフレクションという思考活動がより質的に充実したものとな

ることが体験的な学習を実り豊かにすることにつながっていく。

3-1-3 適応的熟達者につながる体験的な学習

続いてこの節では、体験の質には環境が鍵となることを紹介する。学

校教員に限らず、どの専門領域でもその専門家を育成するときに共通す

る課題は「専門領域に対して柔軟で能力の高い専門家を数多く育てるか」

であろう。この点について熟達者研究から整理する。

波多野らは、熟達者を二つの型にわけ、それぞれが持つ知識の構造や

構成の違いを整理している (Hatano&InagaЦ 1986)。 一つは、ある一

定の慣れ親しんだ型の問題を素早く解くことができる「定型的熟達者」、

もう一つは、新奇の場面に遭過した時に、持つている知識や技能を柔軟

に組み替えて適用でき、常に向上を目指す「適応的熟達者」である。適

応的熟達者が持つ知識の特徴は、その専門領域で重要な概念を核に構造

化されている点である。一方、定型的熟達者が持つ知識は、実行する手

続きのリス トアップに近く、その知識の意味に基づいて深く構造化され

ていない。そのため、決まった事柄については、間違えなく確実に実行

できるが、それ以外の事態が起きたときに、専門的な知識を用いて対応
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することが難しいだろう。一方、適応的熟達者は持つている知識に対す

るメタ的理解を持つており、それによつて常に目的や文脈に合わせて現

状に満足するのではなく、絶えず向上を目指す、いわば「学び続ける教

師」につながるような基盤となつていると考えられる。

さらに波多野は、適応的熟達者になるための環境の条件として次の 4

つをあげている (Hatano 1996)

1)絶えず新奇な問題に遭遇すること

2)対話的な相互作用に従事すること

3)緊急な (切迫した)外的必要性から開放されていること

4)理解を重視する集団に所属していること

第一の条件は、既有知識に基づいて作られた予測が裏切られるような

新奇の現象に頻繁に出会うことである。このことが持つている知識の適

用可能性の再構築と、新たな知識の構成につながるような、新たな仮説

を見出すことを動機づけるという。そのため、学校支援ボランティアで

は、通常出会うような学校体験に加えて、深く検討しなければならない

ような、なかなか出会わないような学校体験の機会を用意することも重

要となるだろう。

第二の条件である対話的な相互作用は、他者に自分のアイディアを伝

える過程や、相手を納得させたりする過程において、「自身の理解の不十

分さの認識」「自身の理解度を詳しく分析する」「自身の考えを整理しま

とめる」「多様な異なる視点から見直す」ことを動機づける。そのため、

学校支援ボランティアに関わる人たち (学生同士、ボランティア先の教

員、大学教員)で、体験を意味づけるような対話の機会が重要となる。

第二の条件は、人々は外的な急ぎの要求から開放されていると、理解



を深める活動に進むことができる。逆に時間の制約が大きければ、手続

き的な理解のみでわかつたつもりになつてしまう。これを踏まえると、

前節でも紹介した「行為についての反省」「行為の中での反省」を実行し

やすいような時間や環境作りは欠かせないと考えられる。

第四の条件は、理解することの大事さが、自分が所属しているグルー

プメンバーによつて価値付けられるという点である。理解を促すことを

励まされると、その知識領域において、理解の重要性や将来の有用性を

際立たせるようなメタ認知的な認識ができる。これが、新奇の場面に出

会つた時にさらに理解を深める活動を引き起こすことにつながる。また、

理解を重視するグループであれば、ある事柄について他と比較しながら

説明することが求められたりする。常に資質・能力を発揮しながら知識

の再構造化が求められる環境下となる。効率や結果を出すことを価値づ

けているグループの場合は、説明や新しい方法の提案には消極的で、疑

問や問いを持つことを有害なものと捉えたりしてしまうだろう。これら

を踏まえると、学校支援ボランティアにおいても「こなすことJ「 とにか

く体験すること」を超えた理解を指向した体験活動が重要だろう。

3-2 静岡大学教育学部における 「学校支援ボランティアJの概要

3‐2‐1 教育実践総合センターのボランティア活動の概要

静岡大学教育学部では、附属教育実践総合センター (以下、本センタ

ー)が窓日となり、ボランティアを要請する学校のニーズに応じて学生

を派遣する取り組みを行つている。派遣する学生は、原則として教育実

習により学校文化を経験した 3年生以上で、ボランティア活動を希望す

る学生である。学生は活動を希望する学校を自分で選択する。2014年度

の実績では、派遣機関数が 73機関 (幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
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特別支援学校、その他計)、 参加学生がのべ 170名 となっている。学生の

多くは、週 1回程度希望する学校での活動に参力日している。派遣先とし

ては、静岡市の小中学校が中心である。これは、静岡市が本学所在地で

あるという地理的優位性に加え、2006年度に静岡市教育委員会「静岡市

学校サポー ト推進協議会」事業と連携協定を締結し、本学と静岡市教育

委員会との連携体制の構築により取り組みを推進していることによる。

一方、近年では、藤枝市や富士官市、浜松市の小中学校、県立の特別支

援学校や高等学校などにも派遣が広がっている。

派遣先での活動内容としては、授業中における教師の補助、児童生徒

に対する学習・個別指導支援が中心となっている。この学習支援につい

ては、小学校では国語や算数、中学校では数学や英語の授業を中心とし

て派遣依頼があり、多くの学生が活動に取り組んでいる。また、理科の

実験や外国語活動、授業におけるICT活用、家庭科におけるミシン指導

など、特別な技能を要する教科指導の補助に関する派遣依頼も多い。近

年、派遣依頼が増加傾向にある活動内容としては、特別な教育的支援が

必要な児童生徒に対する支援が挙げられる。特別支援学校での支援はも

ちろんのこと、通常学級に在籍する特別な支援の必要な児童生徒に対す

る補助へのニーズが高まっている。その他、授業中以外においても放課

後における学習指導や部活動指導の補助、小中学校の夏休み期間中の補

習学習等の補助、運動会等の行事の補助等を行つており、学生の活動は

多岐にわたつている。

このボランティア活動は、2009年度から単位認定の制度を設けている。

2016年度現在は「学校支援ボランティア体験 I・ ⅡJ(各 2単位)と い

う名称で、「教職に準ずる科目」として開講している。単位取得の条件と

しては、取得を希望する 3年生以上の学生を対象とし、大学での事前指

導を受けた上で、学校等の教育機関において年間 15日 以上、合計 45時



間以上の継続的な活動を行 うとともに、年 3回開催する 「振 り返 り会J

に 2回以上参加することとしている。なお、単位申請を行 うかどうかは、

学修の軌跡 として取得を勧めるものの必修の単位ではないこともあり学

生に一任 している。

近年、本活動のよりよい運営や、システムの改善に向けて、本センタ

ーを中心 とした大学教員の議論はもちろん、ボランティア相談会などを

通 した学生からの声、協議の場を通 じた学校現場や教育委員会からの意

見に積極的に耳を傾けている。これまで本センターを通 した活動の開始

以来、学生が自らの意志で活動の参加や活動内容を判断するとい う、学

生の「主体性」を最大限尊重するボランティア活動を展開してきた。今

日では、教職課程に学校インターンシップなど学校現場体験を導入する

動きが進みつつあるが、本センターにおけるボランティア活動は、学生

自らの意志を尊重することが活動の基本的な前提 となっている。一方、
「主体性Jを尊重するボランティア活動 とはいえ、学生が学校に入 り児

童生徒 と関わる立場になるため、従前からボランティア活動に参加する

学生に対する事前指導を実施 してきた。

3-2-2 教育実践総合センターのポランティア活動のシステム

現在、本センターでは、図 3‐ 2‐ 1の ようなシステムを構想 してボラン

ティア活動の支援に取 り組んでいる。主たる概念 として、「主体性」と「ニ

ーズ」、「システム構築」と「質保証Jが挙げられる。これは、2013年度

に、文部科学省の 「教員の資質能力向上に係る先導的取組支援事業」の

委託を受け、静岡市教育委員会 と協働 して、ボランティア活動の指導 と

評価に資するシステム構築を試みたものが基盤 となっている。背景には、

近年、年間のべ 170名 前後の教員を目指す学生が学校現場でのボランテ

イア活動を希望 していることに力日え、活動校のボランティアに対するニ
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―ズの量的な高まりと支援依頼内容の多様化、教育委員会と大学との連

携強化、ボランティア活動における学びの質保証など、学校支援ボラン

ティア活動が直面している課題を踏まえた質保証システムの構築が急務

となっていたことがある。

まず、「主体性」と「ニーズ」については、本センターの役害Jと して、

活動したい学生の参加に向けた感心や意欲および主体性を尊重すること、

学生に求めに応 じた必要な情報を提供すること、学生と学校のニーズの

マッチングに関する援助を行うことが基盤となる。静岡市教育委員会で

は、管内各学校の募集を取りまとめ、ボランティア募集校の一覧を作成

している。募集校二覧の冊子には、ボランティアの 「内容、所在地や学

校名、期間、時間帯、人数、備考、担当者連絡先」が記載され、どの学

校でどのような活動の支援を求めているかわかるようになっている。学

生はその冊子をみて、どの学校でボランティアを行 うか自ら決定してい

る。「主体性」と「ニーズ」は、学生の自発性を起点とし、学生による活

動校の選択や得た情報をどう活用するかは学生に一任することにカロえて、

学校側もニーズに応 じ学生を採用するかどうかも主体的に決定する、と

いう意味合いを含めた参カロやマッチングに関する鍵概念である。



個人省察と協働省察

実務家教員の助書.指導
(実践したこと学んだこと)

事前指導

活動校の選定 受入依頼

図 3‐ 2‐1 ボランティア活動のシステム

出典 :山本 (2o14)を もとに作成

「システム構築」と「質保証」については、事前指導の充実、ボラン

ティア相談会の実施、「評価シー ト」の開発 とそれを活用 した 「振 り返 り

会」の実施などの「システム構築」により、学生の学校におけるアシス

タン トティーチャー としての支援力、さらには長期的に教職初期の段階

を視野に入れた学生の「質保証」を図つていこうとする鍵概念である。

これまで指摘のように、本センターの取 り組みは、学生 と学校の 「主体

性Jと 「ニーズ」を基盤 としている。一方でこれは、「学校支援ボランテ

ィア体験 I・ Ⅱ」が単位化 されていることと矛盾を感 じるかもしれない。

しかしながら、単位は選択科 目扱いのため、活動の起点は必修的な単位

取得ではなく、あくまでボランティアにある。一方で、ボランティアで

あるからといって学生の学びを学校現場にすべて丸投げし、事前や事後

の指導を一切行わずに経験 していれば学べるとい う着想では、大学教育

の責任を果たしたことにはならないのではないか。そこで、事前指導や
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中途の相談会に加えて、学生の経験を学びとして深めるための「振 り返

り会Jを システムとして年 3回位置づけている。

振 り返 りについては、確かに学生たちは、現場の教員の熱意や好意に

より、多忙な学校現場でも振 り返 りの機会をもつこともあるであろう。

また、それぞれのボランティア活動後に、各自で、あるいは大学の様々

な授業を通 して、間接的に振 り返 りをすることもできるだろう。そのよ

うな、学校現場や学生自身に依拠 した振 り返 りも期待 しつつも、それ ら

を含めた経験や学びをポー トフォリオとして蓄積 し、それらを形成的か

つ総括的に振 り返る、意図的・計画的な振 り返 りの場の設定が必要にな

ろう。

本センターが行 う「振 り返 り会」では、学校FFL場や各自が行 う振 り返

りとは、異なる三つのアプローチを模索 した。一つは、「評価シー トJを

活用 した自己省察である。個々の活動や体験が価値あるのだとしても、

その経験の振 り返 りがなければ学びとして昇華されない。よってせっか

くの活動が閉ざされた学びとならないよう、「評価シー トJの枠組みに沿

って客観的に活動を振 り返る機会を設けようと考えた。二つは、様々な

活動校で行つている仲間との交流を通 しての振 り返 り、協働省察の場の

設定である。これ らにより、学生が自分 自身の体験や活動について、さ

らなる言語化や相対化を図ることができる場をしかけようと考えた。三

つは、教職支援室の実務家教員の指導助言を踏まえ、ボランティアとし

ての自らの学校支援力 と、教職への適性やこころざしをみつめる場を設

定 した。このような 「振 り返 り会」の設計などによる 「システム構築 J

により、学校支援ボランティアの質を担保 しようと試行を続けている。

その他、本活動の基本的事項が記載された手引き書の改訂や、Webを活

用 したボランティア支援システムの導入の検討を継続的に行つている。

なお、「振 り返 り会」の詳細については、次節で述べる。



このように本センターでは、学生がボランティアに行くことだけに終

わらない付カロ価値の創出を目指している。静岡市教育委員会との協議で

は、新規採用した教員の多くが、学生時代に学校支援ボランティアに参

加し、その経験を初任者研修の中でも語つていることが明らかになった。

学生が教職に就いた後にも機能するような学びに繋げられるよう、「主体

性」と「ニーズ」を基盤とした「システム構築」と「質保証」のいっそ

う効果的なあり方を模索しているところである。

32‐3 2015年度の取り組み事例

本センターにおいて、学校支援ボランティア事業に関わる教職員は、

センター長 (全体統括)、 専任教員 2名、事務職員 (連絡事務)1名の計

4名 である。このうち専任教員は、事業の企画運営、学生支援、教育委員

会および学校との連絡調整、調査研究を担当している。

表 3‐ 2‐ 1は、本センターで、2015年度において取り組んだことである。

基本準備の「ボランティアの手引き」冊子の改訂や Webを活用した学生

のボランティア登録設計については、学生の管理、事務手続きの改善・

効率化をねらったものであり、それぞれのフェーズに関係している。教

育委員会との連絡・調整については、ボランティア募集や事業推進に関

する協議や確認を行つている。学内教職センターとの連絡・調整につい

ては、教育学部以外の学生の教職課程履修を支援する教職センターの担

当教員と連携し、学生支援を行つている。これらの連絡・調整について

は、前年度末から年度当初にかけて行 うが、必要に応じて適宜情報交換

等を行つている。
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表 3‐ 2‐ 1 2015年度の取 り組み

フェーズ 1

0ボランティアの 「事前説明会」の充実

・事前説明会の周知 (学内掲示やメール )

・ 4月 2週 目に計 5回の事前説明会実施

(基本理念、事業概要、心得、手続き方法、単位認定方法、支援・相談窓口等)

フェーズ 2

0ボランティア相談会の実施

(月 2回程度を基本に、希望に応 じて随時)

・相談会の周知 (学内掲示)

・ニーズに応 じた内容、事前説明の実施

○教育委員会、学内教職センターとの連絡・調整

(年度途中における募集や状況把握に関する協議や確認 )

フェーズ 3

0教職支援室との協働よる「振 り返 り会」の運営 (年 3回 )

・振 り返 り会の周知 (学内掲示やメール )

○ 「評価シー ト」の改善・活用 (作成 。試行 )

○ 「評価シー ト」記述の分析、単位認定 (次年度の事業改善へ
)

基本準備

○ 「ポランティアの手引き」冊子の改訂

(Q&A、 申し込みシー ト等)

○教育委員会、学内教職センターとの連絡・調整

(ボ ランティア募集や事業推進に関する協議や確認)

OWebを活用した学生のボランティア登録システム設計

(学生の基本情報、希望活動内容、希望地域 等)



フェーズ 1については、事前説明会の充実があたる。まず、事前説明

会の実施にあたつては、学生が自身の都合に応 じて参加 しやすいよう、

年度当初に複数回開催 した。説明会の周知については、学内の掲示や電

子メールを活用 した。説明会では、担当者から「学校支援ボランティア

の手引き」冊子に基づき、学生支援ボランティアの基本理念や事業概要

等について、具体的事例を織 り込みながら学生に伝えた。また、基本理

念や事務的な手続き方法だけでなく、現場の活動に参加する心得などの

指導を地方公務員法 といつた法令も紹介 しながら行つた。原則、教育実

習により学校文化を指導者 として経験 した学生ではあるが、個人情報保

護や信用失墜行為の厳禁等についてはあらためて理解の徹底を図つた。

一方、学生の主体性を高めるため、以前に学校支援ボランティアを含む

学校現場体験で卒業論文を書いた学生の考察やデータなども紹介 し、学

生の目線から学校支援ボランィアの視点や学びについても紹介 した。加

えて、静岡市教育委員会の事業担当者からも、学生の支援が学校や子 ど

もにとり、大変意義のあるものであること等を交えて、直接学生に参加

を呼び掛けた。このように、学生による参加の「主体性」を保障しつつ、

学びとしての学校支援ボランティアの意識向上を意図した会 とした。な

お、「学校支援ボランティアの手引き」冊子の主な内容構成や活動開始ま

での流れについては、表 3‐ 2‐2や表 3‐ 2‐3の とお りである。



表 3‐ 2‐2 「学校支援ボランティアの手引き」冊子の主な内容構成

○基本理念

子どもたち・学校にとって、そして自分にとっても、意義のある充実した活動

に !

～学校現場での活動と、大学での振り返りを両輸にして～

○事業概要

これまでの経緯、参カロ学生数・地域、「振り返り会」の実施、活動に関する Q
&A等

○心得

学校職員の一員として教育活動の一端を担うアシスタントティーチャーとし

ての自覚と責任の涵養

個人情報保護と信用失墜行為の厳禁 (地方公務員法)

社会人としての振る舞い 挨拶、時間の厳守、欠席・遅刻、事故等の対応

○活動の主な流れ

下記参照

○活動記録ノー ト

教育実習での実習日誌に相当 活動の振り返り・記録に活用

週 1回程度の活動のため、次の活動日における支援や中長期的視点に立ったポ

ー トフォリオとして活用

○単位認定

単位認定のねらいと概要

要件と必要な手続き・書類 (申 請書、事前指導修了証明書、活動証明書等)
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表 3‐ 2‐3 活動の主な流れ

①確認

・自分のおおまかな活動期間を決め、年 3回開催される大学でのボランティアの

「振り返り会 (7月 ・10月 ・12月 )」 に参カロできるか確認する。

②登録

。「学校支援ボランティア登録」を行う (す ぐに活動を行わなくても希望者はWeb

で登録する)。

・本センター (教育学部 L棟)2階事務室にて「学校支援ボランティアの手引き」

(冊子)を受け取る。

③活動校・内容選択

・教育学部の掲示板や、募集の冊子等をみて、活動希望校を決める。

・静岡市・静岡県 (部活動関係)は、各教育委員会のHPでも紹介している。

④事前指導

・本センターの担当者による事前指導を必ず受けて、「事前指導修了証明書」に

印をもらう。

⑤活動希望校へ連絡

・活動希望校の担当者 (教頭等)へ電話連絡をし、最初に募集の「有無Jを確認

する。その後、面談 (打ち合わせ)の 日時を決める。

・活動校で事前面談を行い、活動日・時間、活動内容を決定する。

・開始時に必要な書類 (主に2種類)がそろつたら活動を開始する。

⑥活動開始

・教育実習と同じかそれ以上の心構え・身なりで、誠実に取り組む。

・やむを得ない事情で欠席する場合は必ず活動校へ理由を連絡する。

・活動内容をノー ト等に記録する。

⑦振り返り会・単位申請

・大学で「振り返り会」を行 う。センター等の教員やボランティアに参加してい

る学生と活動を振り返り、本活動をより充実させていく。「振り返り会」は、7

月、 10月 、12月 に行 う。



フェーズ 2については、年度途中におけるボランティア相談への対応

である。月 2回程度、相談会を実施するとともに、希望に応じて随時日

時を設定し相談にのっている。相談内容としては、例えば、教育実習に

入つた学校に継続してボランティアとして学校支援に携わりたいといっ

た、年度途中におけるボランティア希望者とのボランティア参加前のや

り取りである。ボランティアとして関わることは可能か、どんな手続き

が必要かといつた相談が多い。教育実習において入つた学校であるため、

当該学校の文化や児童生徒や教職員の様子がある程度理解できているこ

とがあり、活動がスター トしてしまえば、教育実習中には気づかなかっ

た子どもや教職員の様子に気づき、学びを深めていく学生が多い。また、

教育委員会、学内教職センターとの連絡・調整も継続的に行つていく。

年度途中におけるボランティア募集や状況把握に関する協議や確認を必

要に応じて行つている。

なお、フェーズ 3の 「振 り返り会」については、本センターにおける

取り組みの重要な部分であるため、次節においてその取り組みついて述

べる。

3-3 「評価シー ト」と「振 り返 り会」による学生の学び

附属教育実践総合センターでは、教職支援室と協働 して「振り返り会J

を年 3期 (7月 、10月 、12月 の各数日)にわけて実施している。学生の

参加については、事前説明会において参加を推奨するものの、学生の「主

体性Jを尊重し任意としている。「振 り返り会」では、ボランティア活動

での学びや課題を自ら整翠した上で、他者と交流する中で互いの経験を

共有し、多様な視点を身につけたり自分の経験を相対化 したりするとと

もに、今後自ら成長していくための目標 (学校 。子ども支援の力量や教



職へのこころざし等)を定めることを主なねらいとしている。そのため

次の 3段階の仕組みを設けている。

①学生が自分の活動や学びを言語化するための 「評価シー ト」を事前

に記入する。

②自分自身の活動や学びを振 り返る個人省察と、様々な活動を行つて

いる学生同士が交流する協働省察を行う。

③学校現場の経験豊かな実務家教員による助言や指導を受ける。

①の「評価シー ト」は、ボランティア活動における様々な人との関わ

りという観点から、自ら実践したことや学んだことを言語イヒして整理さ

せた。また、②の自己省察および協働省察による活動の客観化と、③の

実務家教員による助言の機会を通して、ボランティア活動に対する関

心・意欲をさらに高め、学生個々の活動の改善や課題解決のヒントをつ

かむとともに、教員としての資質能力の育成という観点から、活動を振

り返ることで多様かつ客観的な視点を身につけ、学びの軌跡としてその

記録を残すことにつなげようと考えた。

以下では、「評価シー ト」と「振り返り会」による学生の学びについて

検討する。

3‐3‐1 「評価シー ト」による学びの成果と課題

前節でも述べたように、学生が自らのボランティア活動を振り返るた

めの「評価シー ト」は、2013年度の文部科学省「教員の資質能力向上に

係る先導的取組支援事業」において基礎的な枠組みを形成し、その後に

微修正を繰 り返しながら完成させた。この評価シー トでは、ボランティ

アとして教員の仕事の一部を経験する中で、その仕事に関わる様々な人

84



と接するとい う観点から、「仕事内容」×「関わる人たち」とい う領域を

設定 した。具体的には、横軸の「仕事内容」として「生徒指導・学級」「授

業」「学校全体・行事その他」の 3項目を配置 し、縦軸の「関わる人たち」

として「子 ども」「特別な支援を要する子 ども」「教職員」「保護者・地域

の人」の 4項目を配置 して、3× 4の合計 12領域の中に、学生がボラン

ティアで 「観察・実践 したこと」 と「学んだこと 。身につけたこと」を

自由記述させるとい う形式とした (図 3‐ 3‐ 1)。

この評価シー トを年 3期の「振 り返 り会」で継続的に利用することで、

学校における「仕事内容」 と「関わる人たち」とい う枠組みから、学生

は自分自身の経験や学びが言語化 され、その変容を辿ることができる。

例えばある学生について、最初の 「振 り返 り会」で用いた評価シー トで

は、「関わる人たちJの 「子ども」や 「教員の仕事」の「授業」といつた

領域での記述が中心であったが、次の 「振 り返 り会」で用いた評価シー

トでは、「関わる人たち」の「保護者・地域の人」や「教員の仕事Jの「学

校全体・行事その他」といつた領域での記述が増加 した。また、ボラン

ティアで自身が「観察 。実践したこと」だけでなく、「学んだこと。身に

ついたこと」 とい う視点から具体的な記述ができるようになった。この

ように、自分が教員になった時の姿をイメージしながら、教職の仕事の

一部ではありながら、それでも学生にとつては多様な活動を経験するこ

とで、教員 としての学びを深めている様子が窺われる。

ただし、この評価シー トにも課題はある。多くの学生は、学校現場で

直面 した対応困難な出来事とその解決方法について記述 している。つま

り、教員を目指す学生にとつて、実践上の課題を解決する術を見出し、

学校現場への適応を目指すことが、主たる関心事であることがわかる。

まだ教員免許を有 しない学生が、基本的には一人で学校に赴き、経験 し

たことのない現実の厳 しさと格闘する様子を思い浮かべれば、こうした



記述が中心になることもうなずける。一方で、評価シー トや 「振り返 り

会」が、単に個別の課題に対応する「解」を探し求めることに終始して

は、教員としての学びに物足りなさも感じる。実践的な経験を通じて、

学校文化や教員文化を内面化するだけではなく、油布 (2013)力 指`摘す

るように、学校や教員が置かれている状況を社会的文脈の中から客観的

に捉える視点もまた、求められるだろう。
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3-3-2 「振 り返 り会」の実際

ここでは、「振 り返 り会」の進め方について確認する。まずこの会に参

加する学生には次のような特徴がある。①定期的、または継続的に、週

一回程度の学校支援ボランティアを行っている、②学校や学級の様子に

応 じて、多様な支援サポー トを行っている、③学生の心構えとして、「振

り返 り会」でも主体的に学びたいとい う気持ちがある、である。

表 3‐ 3‐ 1は、2015年 7月 に実施 した「振 り返 り会」の次第である。表

にあるように、「1 趣 旨・内容説明J「2 小集団による話合い」「3 全

体でのシェアリングJ「4 教職支援室の先生のお話」「5 まとめの記入 J

で内容を構成 している。中でも「2 4ヽ集団による話合い」は、事前に記

入 した評価シー トをもとにした 「自己省察Jと 「協働省察」の中核 とな

る部分である。小集団は、原則同校種の 4人程度で構成 している。これ

は、小集団のメンバー相互には異なる学校でボランティアを行っている

ため、少なからず対話の接点・共通点を見出しやす くなるようにとの配

慮を踏まえている。なお、「振 り返 り会」全体の進行はボランティア担当

の大学教員が行 うものの、小集団による話合いの進行は各班の進行係に

一任 した。

小集団の話合いでは、まず評価シー トのエピソー ドから一つ程度を選

択 し、メンバーに紹介する。この場面では、評価シー トを踏まえた、観

察 。実践 したことや学んだ 。身につけたことに加えて、困つたことや課

題、これから学びたい 。身につけたいこと等を添え、あらためて「自己

省察」による言語化を行いながら、紹介者のボランティア活動の文脈を

共有 していないメンバーに伝えていく。その際、紹介 された内容につい

て確認 しておきたいことがある場合には、紹介者に質問し理解を深めて

いく。

次に、メンバーの紹介をもとに小集団で話合いを行 う。論点としては、
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メンバーの話の共通点や相違点、課題解決の方向性、どうしたら学べる

か・身につくか、他班に聞いてみたいこと '全体で話合いたいこと等で

ある。メンバーは、相互の対話の中から、異なる文脈の中においても、

同様の経験や学びがあることや、同様の悩みや迷いを抱えるメンバーの

存在に気づいていく。こうした対話を通 して、ボランティア活動のや り

がいや実施の留意点、課題解決の方向性の気づきに加え、ボランティア

活動の意義や 自己の存在の問い直 しが展開されていく。

小集団での話合いを受け、全体でのシェアリングの場を設けていく。

各小集団でどんな話合いがあつたのか、主な論点やエピソー ドの発表を

促す。各班から紹介 される内容 としては、ボランティアとしての立ち位

置や役割、児童生徒 との距離感の取 り方、学級担任 との関係性、特別な

支援を必要 とする児童生徒への対応、児童生徒のポテンシャルの大きさ

等についてである。

表 3‐ 3‐ 1 2015年 7月 期 「振 り返り会J次第

1 趣旨・内容説明        5分
4～7月 の活動について、評価シー トをもとにした話合い活動により、自分の経

験を振り返つたり、仲間や教員の話を開いたりすることを通して、自分の学びや

課題を整理するとともに、今後自ら成長していくための目標を定める。

2 小集団による話合い

KOl役割の確認

進行係…司会、記録係…班記録用紙に記入提出、

発表係…全体でのシェアリングで発表、

総務係…タイムキーパー・他の班からの質問に応答

(1)自 己紹介、アイスプレイク   5分
・氏名、専攻・専修、学年

・ボランティア活動の概要 (週○回、校種・学年)

・夏といえば (簡単に理由なども添えて…)
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(2)評価シー トをもとに

ア ー人ずつ紹介        20分
・観察・実践したこと、学んだ 。身につけたこと

・困つたことや課題、これから学びたい 。身につけたいこと
。紹介内容について確認や質問

イ メンバーの話をもとに話合い 15分
・メンバーの話の共通点、相違点

・課題解決の方向性、どうしたら学べるか・身につくか

・他班に聞いてみたいこと、全体で話合いたいこと

3 全体でのシェアリング     20分
・各班から

・各班の話の共通性、相違点、課題等から論点を見出し議論

4 教職支援室の先生のお話    15分
5 まとめの記入

3‐3‐3 ある学生の学び

ここでは、中学校にて週一回ボランティア活動を行 う Sさ んの「振 り

返 り会」での様子を紹介する。Sさ んは数学の授業において個別支援を

行っている。卒業後は中学校の数学教師になることを志望 している。7

月期の「振 り返 り会」では、別の中学校でボランティア活動を行 うAさ

ん、Bさ んと、まずは 3人の小集団で振 り返 りを行った。

以下の場面は、前項の表 3‐ 3‐ 1で示 した、「2 小集団による話合い」「(2)

評価シー トをもとに」にある、「イ メンバーの話をもとに話合い」の場

面である。ここに至るまでの「ア ー人ずつ紹介」では、評価シー トの記

述を踏まえた小集団メンバーの経験エピソー ドや悩みや課題等が語 られ

た。例えば Sさ んは、個別支援に関する悩みを|■露 していた。それは、

数学のつまずき部分について個別支援を行お うと近づ くと、他の生徒 と
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の関係を気にするのか「嫌な顔をして拒絶する」ように感じる生徒に対

して、どのように接したらよいかわからないというものであった。それ

らを受けて、イの場面では、各々の経験の共通点や課題の共有等を行つ

た。ここでは、まずは Sさ んの個別支援における悩みが論点として取り

上げられた。Sさ んはあらためて自身の状況を語つた。

S:共通していることを。

A:授業を通して教育、生徒指導しているというのもすごいと思った。

B:た しかに。

S:やつぱり授業が一番子どもたちと接する場面だなってすごい思っ

た。

A:困ったことは、Sさ んが最初に言ってた話が、私はすごくどうした

らいいのだろうと思って。

S:支援する子どもとの距離がすごく分かんなくて、子どもの方から先

生って呼んでくるときはすごい近づきやすいんですけど、やっぱり

自分の方に近づいてほしくないっていうか、私が近づくことによっ

て、子どもの数学のつまずきはなくなるけど、数学ができないって

いうのがみんなに分かっちゃうつていうのが、今この瞬間つまずい

ているつていうことが知られちゃうのが嫌なのかなっていう子ど

もがいるんですけど、そういう子にどこまで私の立場として近づい

ていいのかなってすごい悩んでいるんですけど。

こうしたや り取 りを受け、これまでの発言を聞いていた教職支援室の

実務家教員が小集団の対話に入 り助言を行 う中で、いつそ うの省察を促

した。実務家教員は、子 どもの特性や置かれた状況に応 じて対応 も様々

であることを前置きしながら、中学生であることを考慮 しつつも生徒が



自らの状況を理解し支援を受け入れ乗り越えていく必要があること、学

級集団に対しても成長に向け個別支援が重要であることについて認識を

深める助言を行つていく必要があることを学生に話した。その上で、当

該中学校の状況にもよるが、まずは教科担任の先生と相談し、支援を求

めやすい集団の雰囲気づくりに努めることも実践できるのではないかと

助言を行つている。また、Sさ んの話や実務家教員の助言に触発を受け

た Aさ んも、類似の経験や場面を想起して学級や子どもの特性の多様性

に共感しながら、学級づくりを大切にし子どもの特性を見極めて支援を

行いたい、と目指す教師像の言語化を図つていた。こうしたや り取りを

受け Sさんは、教科担任に相談してみようとの思いを発している。

Sさんの事後のまとめでは、次のような記述がみられた。

支援する子どもとの距離をどう取るべきか悩んでいたので、今回の

振 り返 り会でア ドバイスをいただきとても心が楽になった。相手がボ

ランティアを拒絶するような態度をとつてきても、その子の成長のた

めにも、積極的に関わつていきたいと思つた。数学が分かつたとい う

体験の積み重ねが壁を乗 り越える近道となるので、分かりやすいボラ

ンティアの工夫をしていきたい。その子によりよいボランティアを授

業の先生の意図に沿つてしていきたい。

この中で Sさ んは、自身の置かれた状況について、自身を「拒絶する

ような態度Jを取る生徒にどう向き合つたらよいのか、「悩んでいた」と

記述していた。生徒との良好な関係性を保持し適切な支援を行 うことは、

ベテラン教師であつても当然ながら簡単にできることではない。しかし、

ボランティア活動であるとはいえ、教育の対象である子どもとの関係が

うまくいかないことは、やはり学生にとつても思い悩むことであろう。
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一方で、Sさ んは「今回の振り返り会でア ドバイスをいただきとても心

が楽になった」とも記述している。自身の経験の自己省察による言語化

や、小集団や全体での対話を通した協働省察、実務家教員からの助言な

どから、具体的な解決方略やボランティアとしてのあり方について思考

を深めたことにより、今後の活動に向けてのヒントを得たものと推察さ

れる。このようなことについて、Sさ んは次のようにも記述している。

振 り返り会に参力日し、私自身悩んでいたことを相談し解決すること

ができた。授業を担任している先生と話し合 う機会が少なかったとい

うことも、周りのボランティアをしている人の話を聞いて感じた。具

体的な解決策や周りのボランティアの実態をF●5けて、今後のボランテ

ィアに生かせることがたくさんあり参加してよかつた。今後のボラン

ティアでは自分自身のボランティアの力も上げていくと同時に、学校

での先生方の仕事や学年の組織としての動き方など、自分が教師にな

ったときのメリットとなるようなことも吸収していきたい。

Sさ んは、7月 期の振 り返り会の後、10月 期の振り返り会にも参加し

ている。10月 期の事前の評価シー トでは、嫌な顔をされて拒絶されたと

感じた生徒との関係について、7月 期の振り返り会でのア ドバイスを実践

したところ、回数を重ねるにつれ、生徒の表情が柔らかくなり接しやす

くなったと記述していた。また、小集団での話合いでは、生徒との付き

合いやすさに関わらず生徒の成長を考えた支援の重要性を語り、自信を

得た様子が窺えた。また併せて、相談により悩みや問題を解決していく

ことの必要性についても語つていた。こうした思いが 10月 の振 り返り会

への参カロの動機付けになったものと推察される。

Sさ んの事例からは、学生の主体性の発揮と質保証の担保の観′点から



「振 り返 り会Jの有効性を指摘することができよう。特に、「振 り返 り会」

を単なる経験の語 り合いで収束させるのではなく、相互の経験や課題等

から共通点を検討 し抽出する場面を設定したことで、相互のボランティ

アの文脈や教育的な価値観を通わせることが可能 となり、意欲や力量の

向上に寄与 したと考えられる。また、こうした学生相互の話合いを、実

務家教員が学校教育における指導の普遍的な価値 と照合させて価値付け

を行い学生に返 していることも、学生の学びにとって大きなものとなっ

ている。今後も「振 り返 り会」のよりよいあり方を模索していきたい。
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【コラム】

「訪 間活動」 を経験 した教 員の声

静岡大学教育学部の教育実践学専修では、在籍する全学生が参加できる

「学校訪問活動Jを実施している。この活動は 2001年度より開始されて

おり、今年度で 16年 目を迎える。年度によつて活動先や活動形態に若千

の違いがあるが、現在の活動の特徴として、学生は年次に関係なく活動

に参加できること、活動先は 1～2校のみの特定の小学校であること、活

動は数か月にわたること、活動を通して学んだことや抱えた悩みを学生

向士で共有する振り返り場を設けていることなどが挙げられる。

このコラムでは、大学在学中に訪問活動を体験した現職教員を対象に

行った、間き取り調査の中で挙がった声を紹介する。その声からは、訪

間活動が参加学生にもたらす効果と訪問活動の課題がみえてきた。

まず、参加学生にもたらす効果には、①子ども理解の深まりと教育技

術の習得、②学校の実態に対する理解、③他の大学の授業と関連した学

習への発展、④参加学生同士の学び合いが挙げられる。

①子ども理解の深まりと教育技術の習得では「子どもの変化をみるこ

とができる」「教師の教育実践から学ぶことができるJな どの声があった。

②学校の実態に対する理解では「小学校の教育活動を知ることになったJ

「特別支援学級の教育実践・内容がイメージできるようなった」などの

声があった。③他の大学の授業と関連した学習への発展では「卒業論文

で扱うテーマに関連した教育実践をさせてもらえた」「教育実習未了の段

階では教育実習の練習になり、教育実習修了後では実習で学んだことを

試す場になったJな どの声があつた。④参加学生同士の学び合いでは「先

輩の考えや意見を聞くことができる」「他の学生の意見を聞くことができ、
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自分とは異なる視点が得られる」などの声があった。このように活動を

通して、実際に子どもと関わることにより、教育実践における子どもヘ

の対応の仕方を身につけていくことがわかる。また、活動先の教員や他

の学生たちの姿は、教員になるための新たな学びを喚起するものとなつ

ているといえよう。

一方で、訪間活動の課題には①活動先の教員とのコミュニケーション

の取り方、②継続的な活動を原因とするモラールの低下が挙げられる。

①活動先の教員とのコミュニケーションの取り方では「活動先の教員

と話す時間が取れず、活動がや りつばなしになって聞きたいことが聞け

ないJな どの声があつた。②継続的な活動を原因とするモラールの低下

には「活動が受け身的になってしまう」「積極的に活動に取り組む気持ち

が保ちにくい」などの声があつた。このことから、漫然と活動に参加 し

ていると、取り組みが受け身になつてしまい、訪問活動による学習の成

果が乏しいものとなってしまうことが考えられる。そのため、活動をよ

り豊かな学びへと発展させるためには、活動を通して体験したことを振

り返る機会を確保することと共に、学校現場で振り返るための体制を確

立することが必要であるといえる。

以上の卒業生の声を踏まえると、さらに訪問活動は教員としての指導

能力を向上させる効果があることがわかる。その効果を高めるためには、

訪問活動における体験を意識的に振り返り、体験の内容を他者と共有す

ることが必要である。活動をやりつぱなしにしておくのではなく、活動

を通して体験したこと、その時々の考えや思いを他者と振り返るための

しかけが求められる。



[注 ]

(1)市村氏の experienceの訳は経験であり体験ではない。石村氏いわく、

実際には 「経験」と「体験」は行 うヒトの意志の有無による違いなどそ

れぞれ異なる意味をもつといわれている。ただし、本稿においては身体

の動きが伴 う教育方法を体験 とし、経験 と体験を同義 として扱 うことと

する。経験と体験の違いについては、例えば次のものを参照されたい。

石村秀登,2010,「『体験的な学習活動』に関する一考察一体験と経験の

可能性―」臓姜本県立大学文学部紀要』16,pp 77‐ 86。



おわりに

一 交流人事教員が学校現場から振 り返る「学校支援ポランティア」―

本書は、「学校支援ボランティア」をめぐる研究や調査をもとにその変

遷や現状を丁寧に洗い出し、今後の学校支援ボランティアや現場体験活

動のよりよい方向性を探ることを目指 したものである。3年前に、3年間

務めた大学から学校現場に戻つた交流人事教員の立場から、その鍵は本

書でも取 り上げている、大学 (教育委員会・学校 も含む)の '「 自律性」

と学生の「自発性」だとい うことを筆者は感 じている。「自律性J「 自発

性」とい うと、力強い言葉のように感 じるが、「学校支援ボランティア」

の置かれた現状は多くの課題を抱えている。だが、大学で学校支援ボラ

ンティアの担当時に出会つた学生たちは、学校現場で自分なりに存在意

義や居場所を模索 し続けた り、ボランティアを行つている学生同士とか

かわつた りする中で、たくましく成長 していつた。大学では、教育実践

総合センターを中心に、学生が主体的・協同的に活動を振 り返る (省察

する)こ とができるシステムの構築を同時期に進めた。そして、現在勤

務 している公立小学校では、地域の方々と学生が、放課後に児童の学習

支援を行つている。細々とした活動ではあるが、推測するに、ボランテ

ィアたちは、本活動を通 して社会的な貢献だけでなく、自己形成 (自 身

の成長)の場 として本活動を位置づけているように感 じる。それは、本

書第 1章で触れ られている「市民性」の育成 とも合致するのではないだ

ろうか。

思い起こせば、筆者もおよそ 30年前の大学入学後に、都内の小学校で

水泳等のボランティアを 2年間行い、若い先生の後姿から学んだり、他

大学の学生と交流 した りしたこと、そして何よりも純粋な目をした子 ど
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もたちと接 したことは、今思えば、教育現場に足を踏み入れたかけがえ

のない第一歩となつている。また、大学教員の 3年間、ボランティアに

参加する学生や、それを支えてくれた学校現場の先生方 と、顔 と顔がみ

える付き合いをしたことは、教員養成の原点を考える一つとして刻まれ

ている。学校現場体験の中で、今後の 「学校支援ボランティア」は、学

生の自発性に依拠 しながらも、それ と関わる人やモノが、どう工夫 した

り、着地点を見極めた りしていくか (自 律性)が、大きく試 されていく

に違いない。多様化する教育現場の中で、「学校支援ボランティアJが、

今後も試行錯誤を重ね、意味ある輝きを放つてほしいと願つている。
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